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資料２ 

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第１０回） 

議事録 

 

１．日 時   平成２０年８月２６日（火）１０：００～１３：１１ 

２．場 所   三田共用会議所 Ｃ・Ｄ・Ｅ会議室 

３．出席委員   委 員 長  森田 昌敏 

         委 員  佐藤  洋 

         臨時委員  上路 雅子          亀若 誠 

               白石 寛明          中杉 修身 

               中野 璋代          山本 廣基 

               若林 明子          渡部 徳子 

         専門委員  井上  達          中村 幸二 

               根岸 寛光          花井 正博 

（欠席は、五箇臨時委員、細見臨時委員、眞柄臨時委員、安藤専門委員、井上（隆）専門委員） 

 

４．委員以外の出席者 

 環境省 

  水環境担当審議官、農薬環境管理室長、農薬環境管理室室長補佐、農薬環境管理室室長補

佐、 

  農薬環境管理室農薬企画・調査係長、農薬環境管理室主査、農薬環境管理室環境専門員 

 

５．議 題 

 （１）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定につ

いて 

 （２）水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について 

 （３）その他 

 

６．配付資料 

  資料１ 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 

資料２ 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会（第９回）議事録（案） 

資料３  諮問書（写）及び付議書（写） 

資料４ 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設

定に関する資料 

資料５ 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資

料 

資料６－１ 全卵粉末について 

資料６－２ 水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがないと

認められる農薬の取り扱いについて（案） 

資料６－３ 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必要がないと認められる農薬につ

いて（案）－全卵粉末－ 

参考資料１ 環境省告示第五十九・六十号（水質汚濁に係る農薬登録保留基準） 

参考資料２ 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会（第９回）議事要旨 

参考資料３－１ Ⅰ 環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）算定の考え方について 

参考資料３－２ Ⅱ 環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）算定方法 
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参考資料４ 水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針

（中央環境審議会土壌農薬部会了承） 

参考資料５ クロリムロンエチル（食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料） 

参考資料６ 農薬評価書 フルセトスルフロン（食品安全委員会資料） 

参考資料７ 農薬評価書 マンジプロパミド（食品安全委員会資料） 

参考資料８ マンジプロパミド（案）（薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物

用医薬品部会資料） 

参考資料９ 埋設農薬の管理状況等に係る調査の結果について（農林水産省報道発表資

料） 

７．議  事 

【農薬環境管理室長】 定刻より数分前でございますけれども、委員の方がほぼおそろいになっ

たということで、後で佐藤委員が遅れて出席という話も聞いておりますけれども、ただいまから

土壌農薬部会農薬小委員会第１０回を開催させていただきます。 

初めに、当省の伊藤水環境担当審議官よりごあいさつ申し上げます。 

【水環境担当審議官】 おはようございます。去る７月２２日付けで環境省水環境担当審議官に

就任いたしました伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

本日は、委員の皆様方におかれましては、御多用中にもかかわらずお集まりいただきまして、

まことにありがとうございます。また、日ごろから環境行政の推進に当たりまして、御指導御鞭

撻を賜り厚くお礼を申し上げます。 

本日の農薬小委員会では、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る

農薬登録保留基準の設定について御審議をお願いすることとなっております。 

水環境行政の推進に当たりましては、生態系の保全や公共用水域の水質汚濁の防止が重要な課

題となっております。特に、最近は国民の安全・安心への関心が非常に高まっておりまして、農

薬に関しましても、水産動植物や水質汚濁に係る登録保留基準を設定することで、生態系や人に

対する安全性を適切に評価し、適正な使用を心掛けることの重要性が一層増していると考えてお

ります。これらの登録保留基準に関しましては、おかげさまをもちまして、これまで水産動植物

に係るものにつきましては２７農薬、また、平成１７年８月の改正後の水質汚濁に係るものにつ

いて１農薬を決めさせていただいております。また、前回の本小委員会で御審議いただきました

農薬に関しましては、１４農薬の水産動植物の基準と１農薬の水質汚濁の基準について、現在告

示に向けての作業を進めているところでございます。 

本日の小委員会では、新たに１７と多くの農薬について基準の審議をいただきたいと考えてお

ります。当方としても、今後とも積極的に基準を設定していきたいと考えている次第でございま

す。 

最後になりましたが、農薬の環境管理をめぐり、行政課題は多々ございます。この中央環境審

議会農薬小委員会におけるこれまでの先生方の御尽力に改めて厚くお礼申し上げますとともに、

環境省といたしましては、今後とも先生方の御指導をいただきながら、積極的に課題の解決に向

けて取り組んでいきたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

以上で私のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【農薬環境管理室長】 それでは、委員の出欠確認をお願いいたします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 本日は、五箇臨時委員、細見臨時委員、眞柄臨時委員、安藤専門

委員、井上隆信専門委員より御欠席という御連絡をいただいております。また、佐藤委員からは

少し遅れますという御連絡をいただいております。したがいまして、現時点で１４名参加いただ

いております。このうち９名が委員または臨時委員でございまして、委員、臨時委員総数１３名

のうち、小委員会の開催要件である７名を満たしておりますことを御報告申し上げます。 
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【農薬環境管理室長】 続きまして、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、議事次第の配付資料一覧に従いまして、資

料の確認をお願いいたします。 

まず、資料１が農薬小委員会委員名簿、資料２が農薬小委員会（第９回）の議事録（案）、資

料３が諮問書の写し及び付議書の写しでございます。資料４が水産動植物の被害防止に係る農薬

登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料、資料５が水質汚濁に係る農薬登

録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料、資料６－１が全卵粉末について、

資料６－２が水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれがないと認めら

れる農薬の取り扱いについて（案）、資料６－３が水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定の必

要がないと認められる農薬について（案）、こちらも全卵粉末についてでございます。参考資料

として、参考資料１が環境省告示第五十九・六十号、こちらは官報の写しでございます。参考資

料２が農薬小委員会（第９回）の議事要旨、参考資料３－１が環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）算

定の考え方について、参考資料３－２が環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）算定方法、参考資料４が

水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針、参考資料５が、こ

ちらは食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会の資料でございますが、クロリムロンエチル、参

考資料６として食品安全委員会資料の農薬評価書フルセトスルフロン、参考資料７として食品安

全委員会資料のマンジプロパミドの農薬評価書、参考資料８が薬事・食品衛生審議会食品衛生分

科会農薬・動物用医薬品部会の資料でしてマンジプロパミド（案）、参考資料９として埋設農薬

の管理状況等に係る調査の結果についてです。 

以上が配付資料になります。 

また、委員の皆様方には、お手元にピンクか黄色の紙のファイルをお手元に御用意しておりま

して、こちら審議会の資料や報告をつづっておりまして、次回以降の小委員会でも使用しますの

で、会議終了後もお持ち帰らずにそのまま置いておいていただければと思います。 

以上です。 

【農薬環境管理室長】 もし足りないものがございましたら事務局までお申し出いただきたい

と思います。 

議事に入ります前に、前々回の小委員会で御審議いただきました水質汚濁に係る農薬登録保留

基準として、オキサジアルギルとペンチオピラドにつきましては、先ほど紹介のありました参考

資料１の官報に、７月２３日付けで基準値の告示を行いましたので御報告いたします。なお、ペ

ンチオピラドの基準値につきましては、新たな水濁基準に基づく基準値でございますことから、

これまでの基準値と分けて告示する形になっております。 

それでは、特にございませんでしたら、議事に入らせていただきたいと思います。森田委員長

に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【森田委員長】 本日は皆さん御多用中のところお集まりいただきましてありがとうございます。

本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題についての審議が予定さ

れておりますので、慎重かつ活発な御議論をお願いいたします。 

これから審議に入りますが、まず審議に入ります前に、審議の公開の扱いについてでございま

す。土壌農薬部会の運営方針では、検討中の答申、非公開を前提に収集したデータが記載されて

いる資料など、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料

や、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのある資料など

は、委員長の判断に基づき非公開とするとされております。本日の農薬小委員会では、申請者か

ら提出された農薬の毒性試験報告など、企業秘密に当たる資料を使用いたしませんので、そのこ

とから非公開の理由には当たらないため、本日の農薬小委員会については公開とさせていただき

ます。よろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、前回の議事要旨につきましての確認に進みたいと思います。事務局

の方から説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 説明させていただきます。中央環境審議会土壌農薬部会運営方針

によりますと、議事要旨につきましては委員長に了解をいただければ公開できるということにな

っております。本日の参考資料２の内容で既に環境省のホームページで公開しておりますので、

御報告いたします。 

以上でございます。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。 

それでは、引き続きまして、前回の議事録についてであります。こちらは事前にメールで各委

員の先生方に確認済みということでございますので、資料２で配付しております。特段これに付

加して御意見ございますでしょうか。かなり長文のものが付いておりますけれども、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、これらにつきましては土壌農薬部会の運営方針に基づきまして、公

開することになっております。お含みおきをお願いいたします。 

それでは、その次に議題に入りたいと思いますが、初めに、農薬小委員会の決議の取り扱いに

ついての御説明を今までもやっておりますけれども、今回も改めて説明させていただきます。 

中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置についての土壌農薬部会決定によりまして、農

薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることとなってお

ります。したがって、この農薬小委員会後には、農薬登録保留基準の設定のための土壌農薬部会

は招集せず、土壌農薬部会の部会長であります松本部会長の了解を得て部会としての結論として

いくことになると思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、議事次第に従って議事を進めたいと思います。 

農薬取締法第３条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定についての案件につきま

しては、８月２２日付けで環境大臣から諮問があり、土壌農薬部会に付議されております。事務

局の方からこの諮問書の御紹介をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、資料３を御覧ください。平成２０年８月２

２日付けで諮問第２４５号が、環境大臣より中央環境審議会会長に対して以下のとおり諮問され

ております。 

農薬取締法第３条第２項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について（諮問）。標記

について、環境基本法第４１条第２項第２号の規定に基づき、次のとおり諮問する。 

「農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定

める等の件」に基づき、（１）別紙１の農薬に関し、告示第３号の環境大臣が定める基準を設定

すること、（２）別紙２の農薬に関し、告示第４号の環境大臣が定める基準を設定することにつ

いて貴審議会の意見を求めるとしております。 

１ページめくっていただきますと、裏のページに別紙１が記載されております。こちらが告示

第３号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準でございまして、１５農薬ございます。

もう１ページめくっていただきますと、別紙２がございまして、こちらが水質汚濁に係る農薬登

録保留基準でございまして、３農薬ございます。最後のページが付議書になっておりまして、諮

問書と同日付の平成２０年８月２２日付けで中央環境審議会長から中央環境審議会土壌農薬部会

長に対して、ただいま御説明いたしました諮問事項について付議がなされております。 

以上でございます。 
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【森田委員長】 それでは、今御紹介がありましたけれども、そのうちのまず最初の議題にこれ

から入りたいと思います。議題の１番目である水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準

について環境大臣の定める基準の設定についての審議にこれから入りたいと思います。 

この件につきましては、農薬小委員会に先立ちまして、水産動植物登録保留基準設定検討会に

おきまして、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から出された試験結果や公表文献といった

情報の精査を行うとともに、これらのデータに適応する不確実係数等を設定し、基準値の案を策

定していただいております。 

それでは、事務局の方から一連の御説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 それでは、個別の剤の検討の御審議をお願いしたいと

思います。資料４を御覧ください。資料４が水産動植物の被害防止に係る登録保留基準値案に関

する資料でございます。 

それでは、資料４に沿いまして１剤ごとに御説明させていただきます。 

【農薬環境管理室環境専門員】 それでは、２枚おめくりいただきまして、１ページ目アバメク

チンからになります。 

まず物質概要ですが、アバメクチンは、資料に記載のとおりアベルメクチンＢ１ａとＢ１ｂの

混合物となってございます。 

次に、開発の経緯等につきましては、アバメクチンはサイクリックラクトン構造を持った殺虫

剤でありまして、本邦では未登録です。現在登録申請がなされております。 

次に、各種物性については資料に記載のとおりでございます。 

続いて、水産動植物への毒性についてですが、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施され、そ

の結果、ＬＣ５０は１４．４μｇ／Ｌでございます。次に、オオミジンコを用いたミジンコ類急

性遊泳阻害試験が実施され、ＥＣ５０は０．３７μｇ／Ｌです。続いてシュードキルクネリエラ

を用いた藻類生長阻害試験が実施され、ＥｒＣ５０が８万８，１００超となっております。 

続いて環境中予測濃度ですが、この剤については乳剤が花卉に適用がありますので、非水田使

用農薬として環境中予測濃度を算出しております。ＰＥＣが最も高くなる表４にありますパラメ

ーターを用いて地表流出によるＰＥＣ、河川ドリフトによるＰＥＣをそれぞれ算出いたしまして、

こちらのうち値の大きい地表流出によるＰＥＣの算出結果をもって環境中予測濃度が０．０００

４３μｇ／Ｌとなっております。 

続いて総合評価です。各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０はこちらに記載のあるとおりです。これら

からそれぞれの急性影響濃度を算出した結果を記載してございますが、こちらのうち最小の甲殻

類の急性影響濃度より登録保留基準値として０．０３７を提案しております。 

次にリスク評価ですが、環境中予測濃度は非水田の環境中予測濃度０．０００４３でありまし

て、登録保留基準値案を下回っております。 

６ページ目は参考資料になります。 

以上でございます。 

【森田委員長】 説明ありがとうございました。 

いかがでしょうか。これから１剤ずつ、全部で１２剤についてこういう個別の御審議をお願い

することになりますが、どうぞ先生方、ご意見をくださいますようお願いいたします。 

いかがですか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、事務局案のお示しになった案どおりでよろしいということでござい

ます。 

引き続きまして、次の剤に移りたいと思います。御説明をお願いします。 

【農薬環境管理室環境専門員】 ７ページ、エトフェンプロックスです。 
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こちらの１.の物質概要と３.の各種物性につきましては資料に記載のとおりでございます。 

２.の開発の経緯等につきましては、この剤はピレスロイド系の殺虫剤でありまして、本邦で

の初回登録は１９８７年となっております。製剤はこちらにありますとおり、幅広く商品がござ

いまして、適用作物も幅広い作物に適用がある剤でございます。 

次に水産動植物への毒性ですが、魚類につきまして３種類で急性毒性試験が行われております。

まずコイを用いた急性毒性試験の結果、ＬＣ５０は１４１μｇ／Ｌとなりました。続いてブルー

ギルを用いた試験の結果では、ＬＣ５０は１３μｇ／Ｌとなりました。続いて、ニジマスを用い

た試験の結果では、ＬＣ５０は２．７μｇ／Ｌとなっております。 

おめくりいただきまして、次に甲殻類の毒性試験の結果ですが、オオミジンコを用いた急性遊

泳阻害試験が実施されまして、ＥＣ５０が３．６１５μｇ／Ｌとなっております。続いて、魚類

急性毒性・ミジンコ類急性遊泳阻害共存有機物質影響試験というのが行われております。こちら

は有機物質を含む水における農薬の生物に対する毒性緩和の程度を調べる試験として位置づけら

れておりまして、この結果、毒性緩和係数、こちらは全有機炭素濃度が１．５ｍｇ／Ｌのときの

ＥＣ５０をフミン酸が０ｍｇ／ＬのときのＥＣ５０で除して得られているものですが、こちらの毒

性緩和係数が４．５となってございます。続いて、シュードキルクネリエラを用いた藻類の生長

阻害試験が実施されておりまして、ＥｒＣ５０が４９．６超となってございます。 

おめくりいただきまして、環境中予測濃度ですが、こちらは乳剤が稲及び芝に適用があります

ので、水田使用農薬及び非水田使用農薬として環境中予測濃度を算出してございます。まず、水

田使用時の予測濃度ですが、こちらは第２段階での予測濃度を算出してございます。表７にあり

ますパラメーターを用いて算出を行いまして、その結果、水田ＰＥＣＴｉｅｒ２による結果が下

にございますが、こちらが０．０３４μｇ／Ｌとなっております。続いて、非水田使用時の予測

濃度ですが、こちらも表８にありますパラメーターを用いて地表流出によるＰＥＣ、河川ドリフ

トによるＰＥＣをそれぞれ算出した結果、値の大きい地表流出によるＰＥＣの算出結果をもって、

ＰＥＣのＴｉｅｒ１が０．０３６μｇ／Ｌとなってございます。この（１）、（２）の結果より、

最も値の大きい非水田使用時の算出結果をもって環境中予測濃度は０．０３６となってございま

す。 

続いて総合評価です。各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０は資料のとおりでございます。これらから

魚類については３種目、また３上目をカバーするデータが存在することから、不確実係数に通常

の１０ではなく４を採用して、最小値であるニジマスの急性毒性試験のデータに基づいて急性影

響濃度を求めております。また、オオミジンコについては、フミン酸を添加した試験データがあ

ることから、これの試験で得られた毒性緩和係数を乗じましてＥＣ５０が１６．３となりまして、

そこから急性影響濃度を求めてございます。また、藻類はそのまま急性影響濃度としております。

よって、これらのうち最小の魚類急性影響濃度より登録保留基準値として０．６７を提案してご

ざいます。 

リスク評価ですが、環境中予測濃度は非水田ＰＥＣの０．０３６でありまして、登録保留基準

値案を下回っておりました。 

次のページ以降は参考資料となります。 

以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。では引き続きまして、このピレスロイド系という物

質につきましての御議論をお願いいたします。 

【亀若臨時委員】 今の御説明の中でちょっと確認というのかよく分からなかった点ですが、魚

類急性毒性・ミジンコ類急性遊泳阻害共存有機物影響試験というのを入れていますよね。今の御

説明だと、有機物を含むものはこういう試験をやるということが義務づけられているということ

ですか。それから、手法の問題なのですが、総合評価のところで、フミン酸添加試験データが存
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在するということで、オオミジンコについてそういうものをやっていて、という評価になってい

ますよね。この辺が私どもは今までほかの剤でも数は多くなかったのか余り聞いてないのですけ

れども、その辺のことについて、こうだから、こういうことをやるのだという御説明をいただけ

るとありがたいのですけれども。 

【農薬環境管理室室長補佐】 本件、この有機物質影響試験というのは、余りたくさん提出され

ておりません。しかし、農薬登録に関するガイドラインに定められておりまして、今回、事前の

検討会でもそこのところが議論されたのですが、ガイドラインに沿った試験であるということを

確認いただいております。先ほどおっしゃっていただきました、これは義務かどうかということ

ですが、これはオプションです。この制度は、農薬登録をしようとする会社が最低限の資料を作

り、また追加で、例えばたくさんの種類の魚の試験をするのだとか、有機物の存在によって魚類

への毒性、甲殻類への毒性が緩和されるということは知られておりますので、その試験をした場

合にはその係数を掛けるというルールになってございます。私よりも専門家の先生がいっぱいい

らっしゃると思いますが、概要はそういうことでございます。 

【亀若臨時委員】 分かりました。ありがとうございました。 

【若林臨時委員】 ちょっといいですか。なぜこういうのを作ったかといいますと、なるだけ環

境の実態に合うような試験を農薬会社が希望した場合にはできるようにということで、例えばミ

ジンコの場合も、親を使ったり子供を使ったりとか、そういう試験をオプションで入れられたり、

環境中にはフミン酸が結構あるので、緩和されることもあるのではないかということで、農薬会

社が希望すればそれを入れて、その結果、妥当なデータだったら採用するということにしており

ます。 

【森田委員長】 多分ここのところはもう少しきちんと丁寧に議論をしておいた方がいいかもし

れません。何が起こっているかというと、フミン質を入れてやると、多くの場合毒性が緩和され

ます。それはこういった農薬に限らず、重金属もみんなそういう傾向が多分あるだろうと思うの

ですが、したがって緩い基準値が当然できることになるのですが、そのときに添加されているフ

ミン濃度といったものが環境の実態に合っているかどうかという議論を相当きちんとやっておく

必要があるだろうと思うのですが、その辺り小委員会の方でもやられたと思うのですが、もう少

し詳しく聞かせてくださいますか。単に数値をこのぐらいに緩めてもいいという判断はある程度

されたのだと思うのですが、フミン濃度というのは川によって随分違いますし、何を心配するこ

とがあるかとすると、比較的ニジマスのＬＣ５０が低い物質で、そこに対して４分の１という安

全係数しか今のところ掛けてないのだけれど、少し高めに流れ込むというと変ですが、この数字

が流れ込むと多分魚は死ぬというケースがフミンで毒性が緩和されてない限り起こりそうな感じ

もするのですが、その辺を含めて、小委員長の方からもう少し、このフミンの効果みたいなもの

をどういうように評価したか。そこをもう少し丁寧に御説明いただけますでしょうか。 

【若林臨時委員】 私、フミン酸のアッパーリミットとか、そういうのについて詳しく覚えてな

いので、後者の方はその後お答えします。 

【農薬環境管理室長】 農林省が定める農薬テストガイドラインのミジンコの有機物質影響試験

では、フミン酸の濃度は２．５、５及び１０ｍｇ／Ｌということで、３段階で実施することとな

っております。今回の試験はこの３段階で実施し、全有機炭素濃度１．５ｍｇ／ＬでのＥＣ５０

を求めている状況です。 

【若林臨時委員】 有機物質影響試験を入れたときの経緯というのは、結構農薬でこういう基準

を入れるということ自体がかなり厳しい要するに農薬に対する取り扱いになるということで、若

干でも緩和できるところはその段階ではということだったので、将来的にやはり日本のフミン酸

濃度を考えたらもう少し低い値にした方がいいというようなことがあれば、今後この委員会なり、

下の検討会で検討すべきだとは思っています。ただあの段階では、そういう措置を取らざるを得
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なかったということだったと記憶しています。 

【白石臨時委員】 私の記憶ですと、１．５という数字は、日本全国河川の多分水道か何かのデ

ータだと思うのですけど、それの平均値になっていると思います。ということで、試験は１．５、

多分ＴＯＣで１．５ではなかったかと思いますけれども、ＴＯＣで１．５になるように試験を内

挿できるような形で試験を設定してその値を出すと決まっていたと思います。 

【若林臨時委員】 それから、魚の件ですが、私もデータ見せていただいたときに、ミジンコに

対する毒性はある程度強いのが殺虫剤であるからしょうがないのですけど、魚に対して非常に毒

性が強く、また種差が非常にあるということで、これは注意してほしいみたいなコメントはした

かと思います。そういうときに、この不確実係数というのは同じような値が出たという前提で要

するに設定時には考えていたので、委員長がおっしゃるように、これほど種差が大きいと、４と

いう数値で甘くするというのは余り適当ではないなというように思っています。したがって、こ

ういうケースの場合には今後どうしていくかというのも検討課題だと思っています。 

【農薬環境管理室環境専門員】 すみません。先ほどのフミン酸等の濃度につきましては、お手

元にありますピンクか黄色のファイルの農薬生態特性評価手法検討調査報告書というものの最後

のページに若干解説がございまして、主要河川における平均のＴＯＣ値が１．５ｍｇ／Ｌという

ことで、その値のＥＣ５０を用いて毒性緩和係数を取るということが載ってございますので、紹

介いたします。 

【森田委員長】 計算の仕方、それからフミン酸の添加濃度についての御説明をいただきました

が、大体よろしいでしょうか。多分、心配されるのはただ一つ、ニジマスの養殖場に悪影響が出

ないだろうかという心配だけだと思うのですが、それにつきまして、特に水産サイドからも特段

の御異議はなかったというように理解してよろしいでしょうか。 

【若林臨時委員】 農水省の方はいらしているけど、水産サイドはいない。それでニジマスなら

ともかくイワナとか、もっとセンシティブな魚が今結構養殖されていますよね。そういうところ

の近所では、この農薬はまかないとか、できるのかどうかわからないのですけど、農水省の方が

御指導いただければと思います。 

【森田委員長】 というのが全体の状況でございますけれども、それでは、引き続きまして中杉

先生の方から御発言いただきます。 

【中杉臨時委員】 前回も同じようなことをお聞きしたかと思うのですが、その他の申請者から

提出された試験の中で、甲殻類の急性毒性の一番下のところの値がほかに比べて非常に小さい値

のように思いますけれども、これはそのまま毒性値というのはこの剤の濃度というように解釈し

てよろしいのでしょうか。そうですと、この結果というのをどう評価するのかというのが一つの

問題になってくるかというように思いますが、どういう議論をされたのか教えていただければと

思います。 

【若林臨時委員】 私の方から答えられることだけをお答えしますと、これはあくまでも参考値

であって、もとの文献とかそういうものがきちんとそろっている場合は検討の対象にしますけど、

そうでない場合は本当にあくまでも参考値で、大きい値も小さい値もあるということで、これが

信用をおけるかどうかというのは、大きい値も含めてですけど、判断はしていません。 

【中杉臨時委員】 一つとして、エビデンスとしてというか、一つのデータとして非常に低い値

がある。これは高い方は別に構わないと思いますけれども、低い方があるときに、それをどうい

うように判断するかというのは非常に厄介な話だろうと思います。ここら辺をどのぐらい後追及

をされているのか。 

【若林臨時委員】 今お答えしたとおりなのですけど、結局（注２）のところに若干書いてあり

ますけど、要するに剤であって、それで単剤なのか、混合剤なのか、そういうデータも一切載っ

てなくて、申請者から参考資料ですよというように申請されたものなので、多分ほかのものと混
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合したものは通常の業者は出してこないと思います。その辺も判断がつきかねるので、今の段階

では全く要するに評価いたしていません。参考には多少はさせていただいていますけど。 

【中杉臨時委員】 よろしいですか。今回は多分それを考慮して登録保留基準値案を仮に作った

としても、ＰＥＣが上回るということはなさそうな感じがしますので問題はないかと思いますけ

れども、実際問題として、こういう比較をしたときにＰＥＣの方が上回ってしまうというような

ケースが生じた場合には、少し留意をする必要があるのかなというように思います。 

【若林臨時委員】 それでは、今後そういうことが起こりそうな場合には、業者に実験データな

り論文なりを提出していただいて、それで検討するということでよろしいですか。 

【森田委員長】 それでは終わりにしたいと思うのですが、亀若先生から今お話になりました、

フミンを入れる試験と入れない試験は一体そもそもどういう判断基準で入れた試験を採用し、あ

るときは取るという、そこのルールの問題は一応残っていますね。どうしておきましょうか。 

【亀若臨時委員】 そこのところは私は必ずしも十分理解してなかったものですから、極めて素

朴な質問ということで申し上げたのですが、今のようなお話であれば、メーカーのオプションで

はあるのだけど、どういうルールのもとでそれを入れるか入れないか。それによってやっぱり緩

和されるとか、されないとかという問題があるとすれば、そこはやはり何らかの形で。 

【森田委員長】 統一しておかなければいけないね。 

【亀若臨時委員】 しておいた方がいいかもしれないのだけど、そこはまさにオプションのオプ

ションという意味があるのだろうと思うのですが、私はそこはよく分かりません。 

【中杉臨時委員】 いいですか。私は基本的には業者の選択に任せるべきだろうと。業者がこれ

は登録保留されるおそれがあると考えたらフミンの試験もやって、これは大丈夫だよということ

を証明される話だし、それはそんな必要ないと考えられれば、あえてそこまでお金をかけて試験

をやる必要はないと。これはもう選択にお任せするべきだろうと。それでよろしいのではないか

というように思いますけれども。 

【農薬環境管理室長】 基本的にこの試験につきましては、Ｔｉｅｒ制というのですか、段階制

ということで、最初にもうあり得ないような数字が出て、それではやはり農薬登録できませんよ

ねとなれば次の段階の高次なステップに行くという、そういう基本的な考え方があって、フミン

酸についても、同じように、普通の水でやれば死んでしまうけど、自然界の水では死なないです

よねという、では死んでしまうのであればきちんと自然界のようにフミン酸を共存させた系でや

はり死なないという、そういうステップ制にありますので、メーカーがフミン酸の試験をやらな

いことによって農薬登録が取れないのであれば、それは農薬登録申請を出さないだけなので、そ

こは申請したいと思うのであればフミン酸の試験をやって、やはりきちんと安全ですというデー

タを示していただければ構わない。そういうように思っております。 

【山本臨時委員】 今のお話と一緒なのですけど、基本的には環境中の実態を一番よく表すだろ

うというのがフミン酸のような有機物が入ったような系ですよね。そうすると、登録を取るため

の試験にそういったものも本当は環境中でどうなのだということで試験やっていただくというよ

うなことはもともとあると思うのですね。ところがもっと毒性がきつく出るような、いわゆるラ

ボの有機物のないような試験であっても十分クリアできるということであえてやる必要はないと

いう、そういうような考え方ではないかと思うのですね。ですから、そこへさらにフミン酸が入

ってくるともっと毒性が弱くなるわけですから、環境中ではもっといいのだよという、それは環

境の実態よりも厳しく見ているということで、ほとんどのデータはそういうことで見ているわけ

ですよね。だけども非常にシビアな、クリティカルなところに行くようなものについては、こう

いうデータでもって環境中でも大丈夫だろうなというようなことを取り入れようといったのが、

最初のこの試験の設計だったというように理解していますけれども。 

【森田委員長】 大体分かるのですが、ただ、この辺のロジックがまだ少し弱いところがあって、
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何が弱いかというと、今はフミン酸によって毒性が弱くなるというのが前提になっているのです

よ。逆にフミン酸によって毒性が強くなるケースはないのだろうかとか、あるいはもしそういう

ケースがあるのだとすると、本来全部フミン酸を入れた実験で統一すべき話であって、第１ステ

ージはフミン酸なしでやるということが一番いいのだというロジックがまだ完全ではないですよ

ね。やってみないと分からない。そんなに最終的に間違った結論ではあるとは思わないのですが、

論理的にはまだ弱いところが残っているなという感じはしないわけではないですね。でも大体流

れとしてはよろしいですか。 

それでは、一応今回事務局の方で用意していただいた登録保留基準値の０．６７μｇ／Ｌとい

う数値ですが、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。御異議はございませんか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、こういう数値で総合的な判断として、この数値を取るということに

したいと思います。ありがとうございました。 

それでは次の剤に移りたいと思います。キノクラミンお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 １６ページを御覧ください。キノクラミン、農林水産

省の登録ではＡＣＮと申します。 

１６ページの物質概要については資料に記載のとおりでございます。 

キノクラミンについては、光合成阻害作用を有するナフトキノン骨格を有する除草剤でござい

まして、本邦での初回登録は１９６８年でございます。製剤は粒剤、水和剤、水溶剤等がござい

まして、稲、花卉、樹木及び芝等に適用がございます。 

各種物性については資料に記載のとおりでございます。 

次のページをめくっていただきまして、まず水産動植物への毒性の魚類についてでございます。

３種類の魚種を用いて試験を実施しておりまして、まず最初にコイを用いた魚類の急性毒性試験

の結果が９６時間のＬＣ５０の結果３８０μｇ／Ｌ、ニジマスを用いた試験結果では６３μｇ／

Ｌでございました。１８ページのゼブラダニオを用いた急性毒性試験の結果は６４０μｇ／Ｌで

ございました。 

続いて、オオミジンコを用いたミジンコの急性遊泳阻害試験の結果ですけれども、４８時間の

ＥＣ５０が２，１２０μｇ／Ｌの結果でございました。 

１ページめくっていただきまして、藻類の試験結果でございます。シュードキルクネリエラを

用いて生長阻害試験を実施しておりまして、７２時間のＥｒＣ５０が４９．４μｇ／Ｌでござい

ました。 

環境中予測濃度でございますけれども、２０ページになります。本農薬の製剤としては粒剤、

水和剤等がございまして、水稲及び芝に適用がございますので、水田使用農薬及び非水田使用農

薬として環境中予測濃度を算出いたしました。まず水田使用時の予測濃度ですけれども、こちら

は表６を用いたＴｉｅｒ２の算出結果でございます。水田使用時の環境中予測濃度については、

算出の結果０．５１μｇ／Ｌでございました。 

続いて２１ページの非水田使用時の予測濃度ですけれども、表７のパラメーター、ＰＥＣが最

も高くなるパラメーターを用いて算出した結果、地表流出による算出結果が０．０４０μｇ／Ｌ、

河川ドリフトによる算出結果が０．００４６μｇ／Ｌでございましたので、地表流出による算出

結果をもって０．０４０μｇ／Ｌとなりました。環境中予測濃度としては、最も大きい水田使用

時の０．５１μｇ／Ｌとなります。 

続いて２２ページの総合評価ですけれども、各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０は以下のとおりでご

ざいます。魚類については３種でやっているのですけれども、ゼブラダニオはコイ目で同種目と

いうことですから、不確実係数は１０のままでございます。魚類、甲殻類、藻類それぞれ急性影

響濃度を算出した結果、最も小さい魚類の６．３μｇ／Ｌが登録保留基準値案でございます。 
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（２）のリスク評価でございますが、環境中予測濃度は水田ＰＥＣＴｉｅｒ２の０．５１μｇ

／Ｌですので、登録保留基準値案６．３μｇ／Ｌを下回っているという結果になっております。 

以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきまして、御質問、御意見をお

願いいたします。 

【白石臨時委員】 すみません。余り本質的でないところなのですけど、１６ページの土壌吸着

係数のＫｏｃの上に’が付いているのですけれど、これは何か意味があったのでしたでしょうか。

あともう一つ、初回登録１９６８年ということなので、前回の剤には近年の国内生産量が載って

いて、エトフェンプロックス最近使われてないねというのが分かったのですけれども、これにつ

いても書いていただくとありがたいかなと思います。次の剤にも書いてあるので、ここだけない

のも、使われてないということではないと思いますが。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 生産量と輸入量については農薬要覧からデータを持っ

てきているのですけれども、こちらについては情報がなかったため特に資料には記載しませんで

した。作られてないということではないのですけれども、情報がなかったため、申し訳ありませ

ん。 

【森田委員長】 ほかに御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、登録保留基準値として６．３μｇ／Ｌという濃度が提示されておりますが、この数

値でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 特に御異議がございませんので、それではお認めいただいたことにしたいと思

います。 

では、引き続きまして、次はグルホシネート及びグルホシネートＰナトリウム塩。お願いいた

します。 

【農薬環境管理室環境専門員】 ２４ページ、グルホシネート及びグルホシネートＰナトリウム

塩です。 

まず物質概要についてですが、グルホシネート、グルホシネートＰナトリウム塩についてそれ

ぞれ記載してございますが、まずグルホシネートの表の下にあります註を御覧ください。本評価

書においては２－アミノ－４－［ヒドロキシ（メチル）ホスフィノイル］酪酸をグルホシネート

酸と申しております。これは構造式では大きな括弧に囲われている部分になります。単にグルホ

シネートと申したときにはグルホシネート酸のアンモニア塩のことを申しております。グルホシ

ネートＰナトリウム塩についても註にございますようにグルホシネート酸のＬ体のことをグルホ

シネートＰ酸と申しております。 

次に開発の経緯等についてですが、グルホシネートはアミノ酸系の除草剤であります。本邦で

の初回登録は１９８４年です。製剤は粉粒剤、水和剤、液剤が、適用作物は資料にありますとお

り幅広い作物に適用があります。原体輸入量は１６年から１８年度までの３年間、８００トン程

度となっております。 

おめくりいただきましてグルホシネートＰナトリウム塩については、同じくアミノ酸系の除草

剤でありまして、活性本体であるホスフィノスリシンのＬ体のみを選択的に製造したもののナト

リウム塩となっております。また、国内ではまだ未登録で現在登録申請がなされております。 

次に、各種物性については資料に記載のとおりになっております。ここで②のグルホシネート

Ｐについては酸で物性が書かれております。以下の毒性試験においてもグルホシネートＰ酸にお

いて毒性試験がなされておりますが、こちらは登録申請者の方からグルホシネートＰナトリウム

塩は水溶液中において完全に乖離しているということで、毒性試験をＰ酸の方で行ったというよ

うなコメントが出されております。 
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おめくりいただきまして水産動植物への毒性の結果になります。まず魚類ですが、グルホシネ

ートについてコイを用いた試験が実施されており、ＬＣ５０が９３万７，０００超となっており

ます。次にグルホシネートＰ酸ですが、コイを用いた試験が同じく実施されておりまして、ＬＣ

５０が１０万超となっております。続いて甲殻類です。グルホシネートでオオミジンコを用いた

試験が実施されておりまして、ＥＣ５０が５４万３，０００超となっております。続いてグルホ

シネートＰ酸で同じくオオミジンコを用いた試験が実施されており、その結果が１０万超となっ

ております。 

続いてグルホシネートのシュードキルキクネリエラを用いた生長阻害試験の結果では、ＥｒＣ

５０が８万となっております。続いてグルホシネートＰ酸で同じく藻類の生長阻害試験が実施さ

れ、その結果が１０万超となっております。 

次に環境中予測濃度です。まずグルホシネートについては液剤が樹木に適用がありますので、

非水田使用農薬として環境中予測濃度を算出しております。 

続いてグルホシネートＰナトリウム塩については、こちらも液剤が水田作物及び樹木に適用が

あるので、水田使用農薬及び非水田使用農薬として算出しております。 

まずグルホシネートについては、非水田使用時の予測濃度を表７にありますパラメーターを用

いて地表流出によるＰＥＣ、河川ドリフトによるＰＥＣをそれぞれ算出いたしまして、これらの

うち値の大きい地表流出による結果をもって環境中予測濃度が０．０１５となってございます。 

次にグルホシネートＰナトリウム塩についてですが、こちらは水田使用時の予測濃度を表８の

パラメーターで、また非水田使用時の環境中予測濃度を表９にありますパラメーターで算出いた

しまして、こちらのうち最も値の大きくなった水田使用時の環境中予測濃度の算出結果をもって

環境中予測濃度が４．３μｇ／Ｌとなってございます。 

続いて総合評価ですが、グルホシネート及びグルホシネート酸の各生物種のＬＣ５０とＥＣ５０

は以下に記載のとおりでございます。グルホシネートのところで、括弧書きで記載してあります

のは、毒性試験の結果をグルホシネート酸に換算した値になっております。これらについて中ほ

どに記載がありますが、魚類及び甲殻類では１０万μｇ／Ｌの設定濃度でもこれらの毒性値がそ

れぞれ１０万超となっておりまして、ＬＣ５０値、ＥＣ５０値が求められておらず、毒性が低くな

ってございます。藻類についてはそれぞれの毒性値をグルホシネート酸換算した毒性値が近い値

となっているため、グルホシネートとグルホシネートＰナトリウム塩については、グルホシネー

ト酸、これはＬ体、つまりグルホシネートＰ酸及びＤ体をあわせたものですが、このグルホシネ

ート酸として基準値を設定し、これらの塩をグルホシネート酸換算したＰＥＣと比較することに

よりリスク評価を行うことが適当であろうと提案してございます。 

上記のＥＣ５０、ＬＣ５０値からそれぞれの急性影響濃度を下に記載してございます。これらの

うち最小の魚類と甲殻類の急性影響濃度より登録保留基準値としてグルホシネート酸として１万

μｇ／Ｌを提案してございます。 

次にリスク評価ですが、環境中予測濃度とそのグルホシネート酸換算値を比較したところ、い

ずれの環境中予測濃度のグルホシネート酸換算値も登録保留基準値を下回ってございました。 

３４ページ以降については参考資料になっております。 

以上です。 

【森田委員長】 それでは、このグルホシネートにつきまして、御意見いただけませんでしょう

か。 

【亀若臨時委員】 また素朴な質問なのですが、これは非常に毒性の方は弱く、しかも昔から使

われて、１９８４年からなのですが、２５ページの各種物性のところの加水分解性のところで、

グルホシネートでも、自然水でもと言った方がいいのかな、１，１８７日ということで、かなり

難分解性というようなデータになっているのですが、この辺が特段の議論がなかったのかどうか。
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ちょっと化学物質としての何かＰＯＰｓ条約の関係なんかもいろいろと議論されたことがあるの

ですが、そこはどうなのですか。 

【森田委員長】 よく分かりませんが、この物質は、一般的には分解しやすいものだというよう

に考えられていませんか。 

【亀若臨時委員】 ですから、これがなぜというか、半減期のところのデータが「分解せず」と

か、これはこういう一定条件下なのですけれども、自然水でも非常に長くかかるとなっているの

ですが、どういうことですか。 

【山本臨時委員】 恐らく、水中分解性の試験の系では分解しないということで、環境中では恐

らく生分解がかなりあるのではないかと思います。その辺のデータがここに載ってないので分か

りませんけれども、恐らくこれは自然水とか、あるいは緩衝液の中で加水分解みたいなものはな

く、それから光でも余り分解しないという話ではないかと思いますけれども、構造的には微生物

分解などが割とあるような感じがいたしますけれども。 

【亀若臨時委員】 その辺が実態としてそうであればいいのだけれども、我々がデータで見る限

りにおいては極めて難分解性の物質のように取れるのです。 

【山本臨時委員】 これ例えば土壌中の半減期みたいなものはないのですか。何かそういう生分

解性試験みたいなもののデータが。 

【農薬環境管理室環境専門員】 土壌中の半減期、グルホシネートについては３５日以内という

数字が抄録に記載されてございます。続いてグルホシネートＰ酸の方については、畑地での推定

半減期が親化合物で洪積・砂壌土で約８．８日、火山灰・軽埴土で約８日。含量値ではそれぞれ

１９．９日と８．６日とございました。 

【亀若臨時委員】 分かりました。そういうことであればいいのですけれども、表面のデータだ

けで見ると、非常に難分解性のように受け止めたものですから、分かりました。 

【森田委員長】 でも、こういう資料はもう少しきちんと丁寧に作っておいてもらわないと、

我々これをベースに議論していますので。少なくとも、例えば長いというように読めない程度に、

もう少し、つまり農薬の専門家は、実感としてはこの物質は環境での残留性が非常に低いものだ

というようにみんな思っているのだけれど、それが少なくともこの概要の中には表現されている

べきですね。 

ほかに先生方、何か御意見を。 

【山本臨時委員】 実はこれ登録保留基準値が１０ｍｇですよね。非常に大きい。藻類にもほと

んど効かない。そんな除草剤があるのかということが検討会で議論になりました。前回の小委員

会で、私は欠席していたのですが、議事録を読みますと、ネオニコチノイドの甲殻類に対する毒

性が低いというような、特にあれはオオミジンコに低いというような話で少し議論されたのと同

じようなことが検討会では議論されています。こういった単細胞の藻類を使った試験で、植物、

特に水草ですね、水系の話ですから、そういったものをみんな代表できるのだろうかということ

で、何らかの形でやはり検討をしないといけないのかなと。高等植物を使った試験ですね。そう

いったようなことが議論になっていますということを、少し御紹介させていただきました。 

【森田委員長】 基本的にこれは高等植物に効いて単細胞植物に効かないのですね、したがって

生態系影響とは一体何かと言っているのですが、とりあえずは今水産の魚とか、そこをすごく意

識しているから、その魚、あるいはそのえさになる藻類といったところにある種の力点が置かれ

ているのだけど、それで生態系影響が全部カバーできているのかという議論は少し残ってしまっ

ているということでありますが、でも、藻類でやる限りどうしても効かないということでいいの

でしょうね。どうでしょうか。 

【山本臨時委員】 ほかにも、何剤かこういうケースが検討会の中で出てきています。この小委

員会の方でこういったことをやっぱり検討するべきだというような話になれば、また検討会の方
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でもどういうものを使うかとかいったような検討を。 

【上路臨時委員】 この剤に限らず、今までも小委員会の中でも言われていましたよね。この検

討は一体どこでやるのといったら、やっぱり水産動植物の方の検討会でやるべきというお達しを

いただいているようにずっと記憶しておりますので、やらなければ…… 

【山本臨時委員】 やりなさいと言われているのですか。 

【上路臨時委員】 言われていますよね。私はそう記憶しているのですけれども。例えばスルホ

ニル尿素系の除草剤なんかでも効かないという結果が出ていて、その前にも何か甲殻類でも実際

に殺虫剤でもこういうところに効いてないものがあると。そうすると試験法自体を見直さないと

いけないということは何回かこの小委員会でも言われていたと思います。それをやらないといけ

ないということは若林座長の方からも発言があったと思うのですけれども、まだまだそこまでい

ってないような状況ではないかと思います。 

【若林臨時委員】 ＯＥＣＤのガイドラインでも水草の試験というのがもうきちんと定められて

いますので、それを入れることはやぶさかではないと思うのですけど、また、要するに入れると

なると、農水省も含めて結構大ごとになるし、検討会でそんなことを決めていいのかなという、

少しためらいもあるのですよ。だから環境省と農水省と話をしてもらって、それで方針を出して、

この委員会でオーソライズしてもらう方が私としてはやりやすいかなという気はしますけれども。 

【農薬環境管理室長】 何度かこういう議論になりまして、事務方としても問題意識は持ってい

まして、二つ問題点があるだろうと思います。一つは、ミジンコに対するネオニコチノイド系が

効かないというのが一つと、もう一つは、今言っているように単細胞には効かない除草剤という

のがあると。この２点はいろいろ検討させていただきたいなと思っています。ＯＥＣＤでは浮き

草のテストガイドラインがあるので、利用しようと思えば簡単にできるのですけれども、一方、

ネオニコチノイド系については、農業環境技術研究所の方で新たな試験方法をいろいろ検討して

いただいておりますので、その辺も兼ね合わせてどうしたらいいか、農水省とも話し合いをして

いきたいと思っています。そういう方向も含め、来年の予算要求にも活かしていけないかなとい

うように今検討している最中でございます。 

以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。 

それでは、重要な課題だということで御検討をお願いするとともに、若林先生の検討会でも勉

強し始めてほしいということでよろしいでしょうか。 

それでは、数字としては相当高い数字ではありますけれども、今案として出されております基

準値案、１０ｐｐｍという数字ですけれども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、特に異議はないということで進めたいと思います。 

それでは、引き続きまして、クロラントラニリプロールですが、お願いいたします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 クロラントラニリプロールでございます。３６ページを御覧いた

だけますでしょうか。 

物質の概要と各種物性につきましては３６ページに表記させていただいたところでございます。

この農薬に関しましては、アントラニル・ジアミドを骨格とする殺虫剤でございまして、本邦で

は未登録ということです。製剤につきましては粒剤、水和剤、適用作物として稲、果樹、野菜、

豆等として登録申請されているというものでございます。 

続きまして３７ページでございます。水産動植物への毒性の試験でございます。魚類といたし

ましてコイを用いた魚類急性毒性試験を実施しております。９６時間のＬＣ５０が１万５，００

０μｇ／Ｌ超という結果が出ております。 

続きまして甲殻類、３種実験しております。まずオオミジンコを用いました急性遊泳阻害試験
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でございます。こちらにつきましては４８時間後のＥＣ５０が１１．６μｇ／Ｌという結果でご

ざいます。続きましてヌカエビを用いた急性毒性試験でございます。こちらにつきましては９６

時間のＬＣ５０が６８０μｇ／Ｌということでございます。続きまして、ユスリカの幼虫を使い

ました急性毒性試験、こちらにつきましては４８時間のＬＣ５０が８５．９μｇ／Ｌという結果

が出ております。 

続きまして３９ページでございます。藻類についてのデータでございます。こちらにつきまし

ても生長阻害試験を実施いたしまして、７２時間後のＥＣ５０が１，９１８μｇ／Ｌ超という結

果が出ておるところでございます。 

続きまして４０ページでございます。環境中予測濃度の計算でございます。こちらにつきまし

ては、粒剤と水和剤等がございまして、稲、果樹に適用があるということでございますので、水

田で使用する場合、非水田で使用する場合といったことで、二通りのＰＥＣを算出しております。

まず一つ目、水田使用時の予測濃度でございます。こちらにつきましては、表６に書かれてある

データを用いまして、水田ＰＥＣＴｉｅｒ１による算出結果０．３０μｇ／Ｌという結果が得ら

れております。続きまして、非水田使用時の予測濃度でございます。こちらにつきましても表７

にあるデータを用いまして算出した結果、４１ページに書かせていただいております。こちらに

つきましては０．００４４μｇ／Ｌという結果が出ております。この両者の値より最も大きい値

というのを、水田使用時のＰＥＣの算出結果をもって環境中予測濃度０．３０μｇ／Ｌというよ

うに計算をいたしました。 

４２ページでございます。総合評価でございます。まず登録保留基準値案でございます。各生

物のＬＣ５０、ＥＣ５０は以下のとおり整理させていただいております。この中で甲殻類につきま

しては、オオミジンコ、ヌカエビ、ユスリカの幼虫という３種類を使っておりますので、不確実

係数４というものを採用させていただきまして、真ん中に書かせていただいております、魚類に

つきましてのＡＥＣはＬＣ５０を１０で割りまして１，５００μｇ／Ｌ超、甲殻類につきまして

は２．９０μｇ／Ｌ、藻類につきましては１，９１８μｇ／Ｌ超ということでございます。これ

らのうちの最小値を用いまして、登録保留基準値２．９μｇ／Ｌということで提案いたしました。 

続きましてリスク評価でございます。先ほど計算いたしました水田ＰＥＣＴｉｅｒ１で０．３

０μｇ／Ｌと比較いたしまして、今回提案いたしました登録保留基準値２．９μｇ／Ｌは下回っ

ているという結果が出ております。 

以上でございます。 

【森田委員長】 説明ありがとうございました。それではこの剤につきまして、御質問、御意見

ございませんでしょうか。 

【中杉臨時委員】 先ほど申し上げたその他の試験のところで、やはり甲殻類の急性遊泳阻害試

験で非常に低い値が出ていて、これをそのまま適用すると、結局ＰＥＣを超えてしまう可能性が

あるということであります。この数字自体はルールでやってこうなったということでございます

ので、登録保留基準そのものを変えろということは申し上げませんけれども、一応確認だけお願

いをできればというように思います。余り厳しくするとその他の試験成績を出していただかなく

なるおそれもありますので、これを採用して議論し、基準を決めるというような話では必ずしも

ないですけれども、この０．５６という数字が出たのはどういう経緯で出てきたのかということ

を申請者の方に確認をいただければというように思います。これをそのまま採用すると２０分の

１になるので、ＰＥＣより下回ってしまう。先ほど申し上げたようなケースになります。 

【若林臨時委員】 事務局で調べておいていただいて。 

【農薬環境管理室長】 確認させていただきたいと思います。 

【森田委員長】 中杉先生の御意見は確認さえすればよいということでしょうか。 

【中杉臨時委員】 この数字自体を変えろということを申し上げているわけではなくて、一応確
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認をしておいていただきたいということを申し上げています。 

【森田委員長】 確認して、もしその数字が正しければ。 

【中杉臨時委員】 それは検討会の方で判断していただければと思います。 

【森田委員長】 ここの委員会で今登録保留基準値を決めてしまうのに、そういう……。 

【中杉臨時委員】 これは逆に言うとルールですので、今回は今までのルールに従ってやってい

ますから、これを止めるということにはならないだろうというように私は考えています。ただ、

次回の登録のとき、またこれはいずれ出てきますけれども、その他の試験成績のデータを採用す

ると登録保留基準値がＰＥＣを下回ってしまう問題を考えなくてはいけないし、今後の検討のと

きにはそういうことでやっていただくことが望ましいというように申し上げておきたい。それは

考えていただいて、その他の試験成績のデータを採用するかどうかというのは事業者の方と話を

していただく。これは余りそればかり採用してやると、業者の方が提出しなければそこら辺のと

ころの情報が分からない話になりますので、それもあまり適切ではないというように思います 

【森田委員長】 ここのところは少し整理しておきたいのですが、適切であるかどうかというよ

りも、ここで決める登録保留基準値が十分な信頼性を持っているかどうかが一番重要で、それに

その手前にあるデータがとにかく信頼性について十分でないので、棄却したというようにやられ

たのであればそれでいいと思いますし、棄却できないから残してきて、やっぱりこれは大事だと

いうように思ってここに提出されているのだとすると、一応議論の対象にはなるという話になる

と思うのですが、全体的な印象としては捨ててもよさそうだという、そういう判断でしょうか。 

【若林臨時委員】 結局、剤でやると、界面活性剤の影響とか、先ほど申し上げたように、散逸

物質の剤という形、その辺りのことがあるので、その辺はかなりきちんと調べないといけないで

すよね。もしそれで棄却するかどうかという判断をするとしたら。だから、もし必要だったらこ

れは今回保留しておいて、来週検討会があるので、やるというのがありますし、それから中杉先

生がおっしゃったように、今までのルールで来ているから、ルールどおりで行く。私はどちらで

もいいと思いますが。違う。ごめんなさい。農薬の検討会は１０月ですよね。 

【森田委員長】 上路先生、この辺どういうようにお考えになりますか。 

【上路臨時委員】 この製剤のデータ、現実に先ほど若林先生がおっしゃったとおり、検討会の

方では必ずしも十分な検討はされてなかったというのが現実だと思います。ですから、中杉先生

から指摘されると、ああ少し甘かったなと思いますけれども、どうしたらいいのか。その製剤の

データの信頼性というのが本当にどこまであるのか分からないというのが現実だと思うのですけ

れども。 

【若林臨時委員】 検証できるかどうかも実際は分からないのですよね。もとの製剤の配合比と

かも含めて実験条件とか、そういうものがそろっていれば分かるのですけど、必ずしもないよう

な気もする。 

【中杉臨時委員】 今までこういうルールでやってきて、同じようなことが過去にもあったよう

に記憶していますけれども、実際問題としてここで今回からそれをやるという話にもならないと

思いますので、チェックをしていただくと。今回はこのままで。 

【森田委員長】 でも、その議論をしているといつまでたっても修正されない。 

【中杉臨時委員】 ですから、それは今度見ていただいて、どういうものかということを検討い

ただくということが必要だろう。今の段階で止めてしまうということは必ずしも適切ではないと

いうように私は判断をしますけれども。 

【森田委員長】 それも一つの答えなのですが、止めているわけではなくて、とりあえずもう少

しきちんと議論してくださいといって検討会に差し戻すというだけの話なのですが、それは必要

ありませんか。 

【農薬環境管理室長】 基本的には原体でやるというのが原則なのです。ただ、製剤でもやって
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みたら、普通は毒性が低くなるというのが通常なのですけど、たまにこういうのがどうも出てく

ることがあって、一度検討会で議論になって、なぜ製剤でこんなに毒性が高くなったのだろうと

いうので、確か、あるメーカーにその理由を聞いたことがあったんです。そのときの回答は、製

剤の中にいろいろな成分が入っていて、どれがどう影響しているか分からないけれど、原体以外

の成分で何らかの影響があるかもしれないということで、つまり原体以外に配合した成分につい

ての毒性評価をしてないのです。ですから、差し戻しして、製剤何が悪いのかと聞いてもメーカ

ー側は答えが出てこないというのが実態なのです。ですから、おっしゃられたとおり差し戻しし

て、質問してどうしてと聞いても多分分からない。何かの影響という話になって、結局分析しよ

うがなくなる可能性が高いなと思っています。原則としてやはり原体で見ていくのが一番いいの

かなと思います。たまにこういう数字で毒性が高くなるのもあるのですけれども、毒性が下がる

というのが通常ですので、そこまで全部見ていくのかなという、私の個人的な考えですけれども、

思います。 

【森田委員長】 それでは、一応こうしておきましょうか。とりあえずそういう数値はあるけれ

ども、予測濃度とは別に、登録保留基準値はそれよりも高いところには設定されているものの、

全体としては今までのルールに従えばよさそうであるというのが一方であり、しかし、一方で問

題の提起もされているので、それについて答える道筋を少し考えていただくということにしまし

ょうか。多分、シナジー効果を出すために添加しているものもあると思うのですね。結果として

それが毒性を強めることも当然あり得ます。殺虫効果を高めるための助剤なんていうのが入って

いる可能性もありますね。それが実際に使われていたときに、そういったものについての水産生

物への影響というのが、原体だけで本当に評価できるのかという問題を実は提起しているかもし

れませんね。それを含めて若干まだ水産動植物への影響というのは歩み出しているところでもあ

りますので、勉強課題ということでやっていただくことにしたいというので、とりあえずは今回

この基準値案で行くということでよろしいでしょうか。 

【中杉臨時委員】 それで結構だと思いますけれども、基本的にはこれ実際にこういう数字が出

るわけですよね。そうしたときに、大丈夫だよと、あるいは駄目だよということを、説明責任が

あるわけですよね。ここはこういう判断をしてこうだから、ほかのあれが入っていて毒性が高ま

っているのかもしれない。そこら辺は多分室長が言われるように分からないということになるの

かもしれないけれども、そこに対してこれをどう扱うか。例えば原体でやるので判断をしていき

ますよというように整理するならば、どうしてそう整理するのかということをはっきりさせてお

く必要があると。そういう意味での検討を少しいただく必要があるのだろうというように思って

います。これは実際に一般の方というか、消費者の方、一般の国民の方が見られて、こんな数字

があるのにどうしてこっちを採用しないのだという御質問があるときに、どう答えるか。答えら

れないとやはりいけないのだろうというように思いますので。 

【若林臨時委員】 原因が分かるものもあると思います。先ほど言われたように、混合製剤で他

の製剤の影響だと。ただ原因が分からないものもあると思うのですよ。その辺は分かるものにつ

いては分かる範囲で記載すると。もし注意が必要だとしたら、要するに製剤によっては非常に毒

性が強いものがあるとか、そういうのを使用者に知らしめるとか、そういうことはあり得ると思

います。 

【森田委員長】 これは少しシステムの問題なので、どのようにこれから考えたらいいかという

のをもう少し全体をどう考えていただくことにしたいと思うのです。個別に全部このものを一つ

一つの剤について審査しきれない可能性もありますね。したがいまして、システムを少し環境省

の方で考えていただくということにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、引き続きまして、次はクロリムロンエチルですね。 
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【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ４４ページのクロリムロンエチルをお願いいたします。 

物質概要については資料に記載のとおりでして、クロリムロンエチルはスルホニル尿素系の除

草剤でございまして、申請中で本邦ではまだ未登録の剤でございます。適用作物は芝で登録申請

がされております。 

１ページめくっていただきますと、水産動植物への毒性の試験結果でございます。まず魚類に

ついてはコイを用いて魚類急性毒性試験を実施しておりまして、９万８，７００μｇ／Ｌ超とい

う結果。オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験については、９万８，７００μｇ／Ｌ超でござ

いました。 

続いて４６ページの藻類の生長阻害試験ですけれども、結果は７２時間のＥＣ５０、３．７３

μｇ／Ｌでございました。 

１ページめくっていただきまして、環境中予測濃度についてですけれども、本農薬は水和剤の

登録がございまして、芝に適用がございますので、非水田の使用農薬として環境中予測濃度を算

出いたしました。表４に記載のＰＥＣが最も高くなるパラメーターを用いて算出した結果、地表

流出による結果が０．０００３９μｇ／Ｌ、河川ドリフトによる結果が０．００００４６μｇ／

Ｌで、値の大きい地表流出の結果、０．０００３９μｇ／Ｌでございました。 

続いて４８ページの総合評価ですけれども、各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０の結果は以下のとお

りでございます。これらの結果から急性影響濃度をそれぞれ算出しまして、最も小さい藻類の急

性影響濃度から登録保留基準値案３．７μｇ／Ｌを提案しております。 

リスク評価については、環境中予測濃度は、非水田のＰＥＣＴｉｅｒ１が０．０００３９μｇ

／Ｌでしたので、登録保留基準値案３．７を下回っているという結果になっております。 

次のページは参考資料です。 

以上です。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきましての御質問、御議論、お

願いいたします。 

いかがですか。よろしいでしょうか。 

【中村専門委員】 教えてもらいたいのですけれども、助剤のことですけど、今までどちらかと

いうと単純にＤＭＳＯとか、有機溶媒というのが多かったのですけれども、今回この剤も含めて、

ヒマシオイルとか、硝酸エステルとか、そういうようなものが入ってきているわけなのですけど、

助剤については影響がなければ何を使っても構わないみたいなことになっているのでしょうか。

その辺教えてください。 

【若林臨時委員】 化審法とかほかの委員会で使うデータの助剤についてはかなり厳しい条件を

課しています。ただし、農薬の場合には、乳化剤にしろ、一緒に使うものであるということから、

もう世界的にと言ったらいいのでしょうか、どの除剤を使ったものも許されているので、そうい

う検討というか、そういう配慮はしないで業者が出してきたものをそのまま使っている。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。それでは、最後の取りまとめのところにあります登録保

留基準値案として３．７μｇ／Ｌ、これは藻類を念頭に置いているということでございますが、

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、原案どおりということでございます。引き続きまして、シクロスル

ファムロンをお願いします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 シクロスルファムロンでございます。５０ページを御覧いただけ

ますでしょうか。 

物質の概要と各種物性につきましては、５０ページの表の中に書いてあるとおりでございます。 

シクロスルファムロンにつきましては、スルファモイル尿素系の除草剤でございまして、本邦
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における初回登録は１９９７年でございます。製剤につきましては粒剤、水和剤がございまして、

適用作物は水稲、芝ということでございます。原体の国内生産量は１６年度４トン、輸入量も４

トン、１７年度２．５トン、１８年は３トンといった形になっております。 

５１ページでございます。水産動植物への毒性のデータでございます。魚類につきましては、

コイを用いました急性毒性試験を実施しておりまして、９６時間後のＬＣ５０が７，０００μｇ

／Ｌ超ということでございます。甲殻類につきましては、オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試

験を実施しておりまして、４８時間後のＥＣ５０が９，１００μｇ／Ｌ超というデータでござい

ます。藻類に関しましては、同じく生長阻害試験を実施しておりまして、７２時間のＥＣ５０が

３．５μｇ／Ｌというデータが出ております。 

続きまして５３ページでございます。環境中予測濃度の計算でございます。本農薬の製剤とい

たしましては粒剤、水和剤がございまして、水稲、芝に適用がございますので、水田使用農薬及

び非水田使用農薬としてＰＥＣを算出しております。水田使用時の予測濃度でございます。これ

につきましては、表４にあるデータを用いまして、水田ＰＥＣＴｉｅｒ２とあるのですけれども

Ｔｉｅｒ１というように修正していただければと思います。算出結果０．９０μｇ／Ｌというデ

ータになっております。ちょうど真ん中の表でございます。誤植がございまして申し訳ございま

せん。 

続きまして、非水田使用時の予測濃度でございます。こちらにつきましては表５にあるデータ

を用いまして５４ページにその結果を書かせていただいております。表の下に文書がございます。

これらのうち値の大きい地表流出によるＰＥＣ算出結果をもってＰＥＣＴｉｅｒ１＝０．００１

６μｇ／Ｌということで、非水田使用時の予測濃度を出しております。 

３番といたしまして、水田と非水田のＰＥＣで値の大きい方を用いまして、環境中予測濃度、

こちらもちょっと誤植がございます。申し訳ございません。水田ＰＥＣＴｉｅｒ１＝０．０９０

μｇ／Ｌと、ゼロが一つ多くて申し訳ございません。水田ＰＥＣＴｉｅｒ１＝０．９０μｇ／Ｌ

ということでございます。 

続きまして５５ページでございます。総合評価でございます。これまでの各生物のＬＣ５０、

ＥＣ５０から求めました登録保留基準値３．５μｇ／Ｌというものを提案いたしまして、先ほど

求めました水田ＰＥＣとのリスク評価を行っております。水田ＰＥＣＴｉｅｒ２、環境中予測濃

度は水田ＰＥＣＴｉｅｒ１、ここも間違えております、すみません。水田ＰＥＣＴｉｅｒ１＝０．

０５１ではございませんでして、０．９０μｇ／Ｌであり、登録保留基準値３．５μｇ／Ｌを下

回っているという結果でございます。 

５６ページにつきましては参考資料でございます。すみません、誤植が多くて申し訳ございま

せんでした。説明は以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、この剤につきましての御質問、御議論を

お願いいたします。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。特段御意見ございませんか。 

【若林臨時委員】 補足しておきますと、これは最初に出てきたデータが非常に悪いというか、

評価できないようなデータだったので、再試験を要求して、それで藻類について再試験をやった

結果、評価できるデータになったということでございます。 

【森田委員長】 ということのようでございます。それでは、総合評価のところに書いてありま

すように、登録保留基準値としては３．５μｇ／Ｌが示されておりますが、これでよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 それでは、御承認をいただきました。 

続きまして、次はジメテナミド及びジメテナミドＰをお願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 資料の５７ページを御覧ください。 
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ジメテナミド及びジメテナミドＰでございます。 

物質概要については、資料に記載のとおりでございます。 

開発の経緯等についてご説明いたしますと、ジメテナミドは酸アミド系の除草剤でございまし

て、ジメテナミドの初回登録が１９９７年でございます。製剤が粒剤、乳剤がありまして、適用

作物で雑穀、野菜、豆、飼料作物等に適用がございます。ジメテナミドＰの方は、現在登録はご

ざいませんで、申請中の新規の化合物でございます。製剤と適用作物については、ジメテナミド

に類似の適用でして、ジメテナミドとジメテナミドＰの違いは、ジメテナミドについてはＳ，Ｒ

体が等量で配合されています光学異性体なのですけれども、ジメテナミドＰの方は活性成分であ

るＳ体の方の割合を高めた剤でございます。 

続いて５８ページでございますけれども、各種物性については資料に記載のとおりでございま

す。 

続いて水産動植物への毒性ですけれども、まずジメテナミドの方から、魚類のコイを用いた急

性毒性試験の結果、９６時間のＬＣ５０が６，８００μｇ／Ｌでした。１ページめくっていただ

きまして、ブルーギルを用いた試験の結果については６，４００μｇ／Ｌでした。続いてニジマ

スを用いて試験を実施しておりまして、こちらの結果については３，６２０μｇ／Ｌという結果

でございました。 

続いて、ジメテナミドＰの魚類の急性毒性試験の結果ですけれども、こちらも３種の魚種を用

いて実施しておりまして、コイを用いた結果が１万１，１００μｇ／Ｌ、ブルーギルを用いた結

果が９，５００μｇ／Ｌ、ニジマスを用いた結果が５，７００μｇ／Ｌという結果でございまし

た。 

１ページめくっていただきまして、甲殻類の試験結果でございます。ジメテナミドについては

オオミジンコを用いた急性遊泳阻害試験の結果、４８時間のＥＣ５０の結果が１万６，０００μ

ｇ／Ｌ、ジメテナミドＰについてもオオミジンコを用いて実施しておりまして、１万１，０００

μｇ／Ｌの結果でございました。 

続いて藻類の試験結果ですけれども、ジメテナミドの藻類の生長阻害試験については、７２時

間のＥＣ５０が１５１μｇ／Ｌでございました。ジメテナミドＰについては２９μｇ／Ｌという

結果でございました。 

続きまして、６３ページの環境中予測濃度ですけれども、ジメテナミド、ジメテナミドＰそれ

ぞれ非水田使用農薬ということで、環境中予測濃度を算出いたしました。まずジメテナミドにつ

いては、表１１のパラメーターを用いて算出した結果、地表流出による算出結果が０．００４７、

河川ドリフトの結果が０．０００５５の結果でございまして、値の大きい地表流出の０．００４

７μｇ／Ｌが予測濃度でございます。 

一方、ジメテナミドＰの方も表１２のパラメーターを用いて算出しておりまして、地表流出に

よる結果が０．００３０、河川ドリフトの結果が０．０００３６ということで、値の大きい地表

流出による結果０．００３０μｇ／Ｌが算出結果となります。 

続いて６５ページの総合評価ですけれども、ジメテナミド及びジメテナミドＰについて、それ

ぞれ各生物種について試験結果は以下のとおりでございます。これらについて、それぞれ値の小

さい方を取って急性影響濃度を算出しますが、魚類については３種の生物種を用いておりますの

で、不確実係数４を採用して算出した結果、これらの急性影響濃度の中から藻類の急性影響濃度

が最も小さいため、登録保留基準値案を２９μｇ／Ｌで提案しております。 

リスク評価については、ジメテナミドの非水田の結果、ＰＥＣＴｉｅｒ１が０．００４７、ジ

メテナミドＰについては０．００３０ということで、いずれも登録保留基準値２９μｇ／Ｌを下

回っているという結果になっております。 

以上です。 
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【森田委員長】 ありがとうございました。それでは御質問、御意見をお願いいたします。いか

がでしょうか。 

特段御質問がないようですので、それでは最後の総合評価のところに書いてありますが、基準

値案としては藻類の影響を鑑みて、基準値としては２９μｇ／Ｌが提案されていますが、よろし

いでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、引き続きましてトリフルラリンをお願い

します。 

【農薬環境管理室室長補佐】 トリフルラリンでございます。６８ページを御覧いただけますで

しょうか。 

物質の概要と各種物性につきましては６８ページの表にあるとおりでございます。 

トリフルラリンにつきましては、ジニトロアニリン系の除草剤でございまして、本邦での初回

登録は１９６６年でございます。製剤につきましては、粒剤、粉粒剤、乳剤がございます。適用

作物につきましては、稲、麦、果樹、野菜、いも、豆、花卉、樹木、芝等がございます。原体の

輸入量につきましては、１６年度１８０トン、１７年度２１３．５トン、１８年度１９１．３ト

ンということでございます。 

６９ページでございます。水産動植物の毒性の試験の結果でございます。コイにつきましては

急性毒性試験を実施いたしまして、９６時間後のＬＣ５０が８００μｇ／Ｌというデータが出て

おります。甲殻類につきましては、オオミジンコにつきまして４８時間後のＥＣ５０が２４５μ

ｇ／Ｌというデータが出ております。 

７０ページにまいりまして、藻類の試験でございます。藻類につきましても７２時間後のＥＣ

５０が５３．２μｇ／Ｌというデータが出ているところでございます。 

続きまして７１ページでございます。環境中予測濃度でございます。こちらにつきましても粒

剤がございまして、樹木等に適用があるということですので、非水田使用農薬として環境中予測

濃度を計算しております。こちらにつきましても結果を申し上げますと、７１ページの一番下の

ところにＰＥＣＴｉｅｒ１で０．０１４μｇ／Ｌという計算結果が出ております。 

７２ページにまいりまして、総合評価でございます。登録保留基準値案といたしまして、各種

の生物の試験から計算いたしまして、登録保留基準値２４μｇ／Ｌというものを提案しておりま

す。 

リスク評価でございます。先ほどのＰＥＣと比較いたしますと、ＰＥＣＴｉｅｒ１で０．０１

４μｇ／Ｌでございますので、登録保留基準値２４μｇ／Ｌを下回っているという結果でござい

ます。 

７３ページは参考資料でございます。 

以上でございます。 

【森田委員長】 それでは、このトリフルラリンにつきまして、御質問、御意見ございませんで

しょうか。 

それでは、今ここで示されております基準値案は２４μｇ／Ｌという数字ですが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ではこれで御承認いただいたことにしたいと思います。引き続きましてハロス

ルフロンメチル、お願いいたします。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 ７４ページを御覧ください。ハロスルフロンメチルで

ございます。 

物質概要については資料に記載のとおりでして、ピラゾール環を含むスルホニルウレア系の除
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草剤でございまして、本邦における初回登録は１９９５年でございます。登録製剤としては水和

剤がございまして、水稲、飼料作物、芝に適用がございます。 

各種物性については説明を省略します。 

次のページめくっていただきますと、水産動植物への毒性の結果でございます。まず、コイを

用いた魚類急性毒性試験の結果、９６時間のＬＣ５０が９万９，６００超μｇ／Ｌという結果で

ございました。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験の結果については、４８時間

のＥＣ５０で１０万７，０００超という結果でございました。 

７６ページにまいりまして、藻類生長阻害試験の結果は、７２時間のＥＣ５０が５．０μｇ／

Ｌという結果でございました。 

次のページが環境中予測濃度でございます。本剤、水和剤に適用がございまして、水稲及び芝

に適用がございますので、水田使用農薬及び非水田使用農薬として環境中予測濃度を算出いたし

ました。まず水田使用時の予測濃度ですけれども、表４のパラメーターを用いて算出しておりま

して、水田ＰＥＣＴｉｅｒ１の結果は１．４μｇ／Ｌでございました。続いて非水田使用時の予

測濃度ですが、表５のパラメーターを用いて算出しておりまして、地表流出による結果が０．０

０１８、河川ドリフトによる算出結果が０．０００２１μｇ／Ｌでしたので、地表流出による算

出結果をもって０．００１８という結果でございました。環境中予測濃度としては、非水田使用

時、水田使用時の中で最も大きい水田使用時のＰＥＣの算出結果をもって１．４μｇ／Ｌとなり

ます。 

続いて次のページが総合評価でございます。各生物種のＬＣ５０、ＥＣ５０の結果から、それぞ

れ急性影響濃度を算出しまして、最も小さい藻類の急性影響濃度５．０μｇ／Ｌを基準値案とし

て提案しております。 

リスク評価については、水田ＰＥＣＴｉｅｒ１が１．４μｇ／Ｌでしたので、登録保留基準値

案５．０μｇ／Ｌを下回っているという結果になっております。 

以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それではこの剤につきまして、御質問、御意見お願

いいたします。 

【若林臨時委員】 環境省に確認したいのですが、この藻類の試験が最初出てきたときに濃度測

定がなかったりしていましたね。それで、これはやり直していただいた結果と理解してよろしい

のですか。 

【農薬環境管理室農薬企画・調査係長】 さようでございます。 

【森田委員長】 いかがでしょうか。上路先生、何か御意見ございますか。 

【上路臨時委員】 前の検討会の中でもそれほど問題がないということで、１回目、１９年度に

も１回やっておりまして、藻類試験について再試験をやりなさいという要求で、その結果出てき

たものがこの結果だと記憶しております。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。そうすると、今、総合評価のところに書いてありますけ

れども、登録保留基準値としては５．０μｇ／Ｌという数字で提示されております。これでよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。 

それでは、続きまして、ホサロンにいきたいと思います。お願いします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 ホサロンでございます。８１ページを御覧いただけますでしょう

か。 

ホサロンの物質概要と各種物性につきましては８１ページの表にまとめているとおりでござい

ます。ホサロンにつきましては、有機リン系の殺虫剤でございます。本邦での初回登録は１９６
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５年でございまして、製剤では乳剤が、適用作物として果樹、野菜、いも等があるということで

ございます。原体の輸入量につきましては、１７年度に１５トンというデータがございます。 

８２ページにまいりまして、水産動植物への毒性でございます。魚類に関しましてはコイを用

いた急性毒性試験を実施しておりまして、９６時間後のＬＣ５０が２，１００μｇ／Ｌというこ

とでございます。甲殻類、オオミジンコを用いました急性遊泳阻害試験につきましては、４８時

間後のＥＣ５０が０．７３９μｇ／Ｌという結果でございます。 

続きまして８３ページでございます。藻類を用いました生長阻害試験に関しましては、７２時

間後のＥＣ５０が１，５００μｇ／Ｌという結果が出ております。 

８４ページにまいりまして、環境中予測濃度でございます。こちらにつきましては乳剤がござ

いまして、果樹に適用があるということですので、非水田使用農薬としてのＰＥＣを算出してお

ります。結果につきましては８４ページの一番下の行のところにございます。ＰＥＣＴｉｅｒ１

＝０．０３９μｇ／Ｌということで予測されております。 

８５ページにまいりまして、総合評価でございます。各種生物のＬＣ５０、ＥＣ５０から求めた

登録保留基準値０．０７３μｇ／Ｌでございます。これと先ほどのＰＥＣと比較いたしましてＰ

ＥＣＴｉｅｒ１で０．０３９と登録保留基準値案０．０７３を下回っているという結果が出てい

ます。 

以上でございます。 

【森田委員長】 それでは、この物資につきまして御質問、御意見をお願いいたします。いかが

でしょうか。 

相当きつめの数字になっておりますが。よろしいですか。ほかに先生方御意見ございませんで

しょうか。相当厳しい数字になっていますが、計算されてきている登録保留基準値は０．０７３

μｇ／Ｌということです。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございます。ではこれも御承認いただいたことにします。 

それでは、最後の項目です。メトラクロール及びＳ－メトラクロールです。お願いいたします。 

【農薬環境管理室環境専門員】 ８７ページになります。まず物質概要と開発の経緯等ですが、

こちらの物質概要にありますメトラクロールについては、Ｓ体とＲ体が１対１混合されたラセミ

体になります。こちらについては既登録で初回登録は１９８７年です。 

次にＳ－メトラクロールについては、このラセミ体のうちＳ体の比率を高めたものになってお

ります。こちらについては現在登録申請中のものになります。 

続いて各種物性については資料のとおりでございます。 

次に水産動植物への毒性ですが、コイを用いた試験について、メトラクロールではＬＣ５０が

９，５７０、Ｓ－メトラクロールでの結果が２万となっております。 

続いてＳ－メトラクロールについてニジマスで試験が実施されており、その結果が１万２，０

００です。 

続いて甲殻類です。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験の結果、メトラクロー

ルではＥＣ５０が３万５，２００、Ｓ－メトラクロールでは２万６，０００となっております。 

続いて藻類の生長阻害試験ですが、メトラクロールの結果が２３超、Ｓ－メトラクロールの結

果が４７となってございます。 

続いて環境中予測濃度です。こちらは両剤とも非水田使用農薬として環境中予測濃度を算出し

てございます。メトラクロールについては表８のパラメーターを用いて算出し、値の大きい地表

流出による結果をもって０．０１２となってございます。Ｓ－メトラクロールについては表９に

ありますパラメーターを用いて算出し、値が大きい地表流出の結果から０．００４３となってご

ざいます。 
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続いて総合評価ですが、メトラクロール及びＳ－メトラクロールのそれぞれの生物種のＬＣ５

０、ＥＣ５０値は資料に記載のあるとおりとなってございます。これらからそれぞれの急性影響濃

度を求めまして、最小の藻類の急性影響濃度より登録保留基準値として２３μｇ／Ｌを提案して

ございます。 

リスク評価ですが、それぞれの環境中予測濃度がメトラクロールについては０．０１２、Ｓ－

メトラクロールについては０．００４３となっており、登録保留基準値案を下回っております。 

次のページは参考資料になります。 

以上です。 

【森田委員長】 それではどうぞ、御質問、御意見をお願いいたします。 

【花井専門委員】 ８７ページの物質概要に、メトラクロールとＳ－メトラクロールはこういう

ものですよというように書いてあるのですが、Ｓ－メトラクロールというのは実際に何を指して

いるのですか。このＳ体とＲ体の混合物を指しているのでしょうか。Ｓ体そのものを指している

のでしょうか。 

【農薬環境管理室環境専門員】 混合物を指してございます。 

【花井専門委員】 混合物ですか。 

【農薬環境管理室環境専門員】 はい。 

【森田委員長】 いかがでしょうか。何かコメントございますか。ありませんか。 

それではいかがでしょうか。総合評価に書いてありますように、藻類への急性影響濃度、これ

を指標といたしまして、農薬登録保留基準値としては２３μｇ／Ｌというのが案として提案され

ていますが、これでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 では、お認めいただいたことにしたいと思います。 

どうもありがとうございました。１２剤ございましたけれども、それを一つずつ御審議いただ

きまして、そしていろいろな意味で仕組みの問題を含めた問題を若干提起されましたけれど、そ

れは引き続きまた後でくみ上げていただくことにいたしまして、本日の基準値案につきましては

原案どおり承認されたということにしてよろしいでしょうか。 

【根岸専門委員】 すみません。１カ所だけなのですが、トリフルラリンのところで、製剤は稲

に登録があるというように最初書いてあるのですが、７１ページの方にいきますと、樹木等の適

用ということになっておりまして、これは大丈夫なのでしょうか。資料の方の確認なのですが。 

【農薬環境管理室環境専門員】 こちらにつきましては乾田直播の適用がございますが、使用時

期が入水１５日前までとなっておりますので、水田使用農薬には当たらないということから、非

水田使用農薬として環境中予測濃度を算出してございます。 

【根岸専門委員】 わかりました。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

それでは、一応事務局で修正すべき点につきましては若干の修正をお願いいたしまして、本日

の第１の議題はこれで終わりたいと思います。 

これから次の第２の議題まで、若干トイレ休憩など取りたいと思いますので、１２時１０分に

再開をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（１２時００分 休憩） 

（１２時１０分 再開） 

【森田委員長】 再開したいと思います。 

 引き続きまして、今度は農薬登録保留基準の健康に関わる部分からの議論になると思いますの

で。 

 それでは、資料５を使いまして御説明をお願いいたします。 
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【農薬環境管理室主査】 それでは資料５を御覧ください。本日は３つの農薬について審議をお

願いいたしますが、１剤ずつ説明をさせていただきます。 

 まず１ページのクロリムロンエチルでございます。こちらに関しては、先ほど水産動植物の基

準についても御審議をいただきましたが、物質概要についてはお示ししたとおりです。 

 適応作物が日本芝となっておりまして、食用農作物に対する適用はございません。この点につ

いては後で安全性評価の点でもう一度触れることといたします。各種物性に関してはお示しした

とおりです。 

 それから、２ページへいっていただきまして、２番の安全性評価ですけれども、ここのところ

の取り扱いが従来と若干異なっております。先ほど申し上げましたようにこちらのクロリムロン

エチルについては食用農作物への適用が申請されておりませんので、食品安全委員会によるＡＤ

Ｉの評価は行われておりません。今回、ここでＡＤＩをお示ししておりますが、これは食品衛生

調査会と申しまして、現在は薬事・食品衛生審議会と名称が変わっておりますが、その前身の審

議会がございまして、そこで平成９年にＡＤＩを作成しております。これは、当時は国内で農薬

の申請があったわけではなくて、外国で使用されて日本に入ってくる食品向けに基準値を作るた

めにＡＤＩの評価を行っております。このときに０．０９という値が設定されております。今回

は、このときに評価されたＡＤＩを基にして水質汚濁の基準値を作らせていただきたいと考えて

おります。 

 なお、このような取り扱いにつきまして、参考資料４の方で簡単に説明をさせていただきたい

と思います。 

 参考資料４は水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針につ

いて、本年２月にこの農薬小委員会の親部会である土壌農薬部会で御審議の上御了解をいただい

たものです。なお、同じ内容について、こちらの農薬小委員会においても御了解をいただいてお

ります。この資料は、水質汚濁の基準値を平成１７年に改正したときに原則すべての農薬を対象

に基準値を作っていくということになりましたが、その安全性評価などを今後どうやっていくか

ということのルールを定めたものです。ページ番号が付いていないのですが、１枚めくっていた

だいた裏側になります。３番のところに食品安全委員会において安全性評価が行われる農薬に係

る基準値設定というところで、今回はここの適用があると考えております。先ほど食品安全委員

会による評価が行われていないと申し上げたのですが、このクロリムロンエチルに関しては、い

わゆるポジティブリスト制度を導入したときに暫定基準が設定されているため、今後、食品安全

委員会による事後的な評価が行われることとなります。ただし、現在のところまだ評価に至って

いないという状況です。この参考資料４の３番のところですけれども、２段落目の網掛けになっ

た部分で、「ただし、食品安全委員会による食品健康影響評価が未実施の農薬にあっては、厚生

労働省または環境省が設置した審議会等において設定されたＡＤＩを用いて基準値を設定できる

こととする。なお、基準値設定後に当該農薬に係る食品安全委員会による食品健康影響評価が実

施された場合には、必要に応じて基準値を見直すこととする。」とされております。今回はこの

ルールに従いまして、平成９年に食品衛生調査会が設定したＡＤＩ、現在の食品の基準もこのＡ

ＤＩに基づいて設定されておりますが、こちらに基づいて本日の基準値の設定をお願いしたいと

考えております。 

 それから、具体的な評価の中身ですけれども、こちらに関しては参考資料の５を御覧ください。

参考資料の５は平成９年にＡＤＩの評価が行われたときに食品衛生調査会でも用いられた資料を

お示ししております。時間の関係でポイントを絞って御説明をさせていただきます。 

 ３番の安全性というところがありまして、（２）反復投与／発がん性試験というのが行われて

おります。マウス、ラット、それからビーグル犬を用いてそれぞれ慢性毒性試験、発がん性試験

が実施されております。今回、ＡＤＩの根拠になっておりますのが、ビーグル犬を用いた試験で
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す。ちょうど３段落目になりますが、１年間の反復投与試験を実施しましたところ、１，５００

ｐｐｍで毒性が見られたため、無毒性量が２５０ｐｐｍ、体重あたりの摂取量に換算しますと、

９ｍｇ／ｋｇと判断されております。最終的にこちらがＡＤＩの設定根拠となっております。 

 その他に（３）繁殖試験、（４）催奇形性試験などが実施されております。催奇形性試験はラ

ットとウサギを用いて実施されております。ラットにおいて、６００ｍｇ／ｋｇという高用量に

おいて弱い催奇形性が認められています。ウサギの方では催奇形性は認められておりません。そ

れから、（５）変異原性試験ですが、遺伝毒性に関しては、いずれも試験結果は陰性でありまし

た。 

 その他、４番で代謝に関する試験なども実施されておりますが、説明は省略させていただきま

す。 

 ５番のＡＤＩの設定というところで、最終的なＡＤＩは、先ほど申し上げましたとおり、イヌ

の慢性毒性試験の結果に基づきまして０．０９と評価されております。 

 資料の５に戻っていただきまして、引き続き３ページをお願いいたします。３ページで、環境

中の予測濃度として水濁ＰＥＣの算出結果をお示ししております。こちらは水田での使用がござ

いませんので、非水田使用農薬として算出しております。２５％の水和剤を用いて日本芝に適用

した場合ですけれども、（２）水濁ＰＥＣ算出結果というところに、最終的に０．０００００４

６という値が出ております。 

 それから４ページにいっていただきまして、総合評価でございます。まず、１番の基準値の案

ですけれども、ｌｏｇＰｏｗの値が３．５未満でありましたので、生物濃縮性は考慮せず、以下

の算出式により基準値を算出しております。ＡＤＩは先ほどの０．０９を用いまして、平均体重、

あるいは飲料水摂取量などを基に、お示しした計算式で算出しました。基準値の案は０．２ｍｇ

／Ｌとなっております。有効数字が一けたになっておりますが、こちらに関しては前回の小委員

会で御説明させていただきましたとおり、基本的にはＡＤＩの有効数字けた数にそろえるという

ことにさせていただいております。したがいまして、今回はＡＤＩが有効数字一けたですので、

基準値の方も一けたとさせていただいております。 

 それから、下の方へいっていただいて、２番のリスク評価ですが、水濁ＰＥＣＴｉｅｒ１の値

はお示ししたとおりでして、登録保留基準値を下回っております。 

 ５ページにいっていただきまして、３番の農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比ですけれども、こ

ちらは食品の方にも基準値が設定されておりますので、その摂取量の合計をお示ししております。

最終的なＡＤＩに対するパーセントとしては、食品経由が０．０５８％、水質経由が８．３％で

合計８．４％となっております。 

 以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、今の御説明に対しまして御質問、あるい

は御意見をいただけませんでしょうか。 

 いかがでしょうか。とりあえずＡＤＩが決まっているものにつきましては、これにしたがって

定例の計算式に従って計算をしているというところでありますが。もし特段の御意見がなければ、

この案でどうかという最後の御判断をいただきたいと思います。 

 今御提示いただいているのは、濃度として０．２ｐｐｍという数字だと思います。この数字で

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは登録保留基準値として、飲み水を経由して

口に入るということを想定した健康に対する影響としての基準値に相当いたしますが、０．２ｐ

ｐｍについてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 
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 それでは、引き続きまして、次の剤に移りたいと思います。フルセトスルフロンについてお願

いいたします。 

【農薬環境管理室主査】 ６ページからお願いいたします。フルセトスルフロンですけれども、

物質概要はお示ししたとおりですが、こちらは構造式中に不斉炭素が２つございますので、光学

異性体が存在いたします。下の方で炭素に番号を振っておりますが、４番と５番のところが不斉

炭素でして、それぞれ異性体が存在いたします。erythro体とthreo体というのがございまして、

原体中の含有比率はその下に括弧でお示ししたとおりです。さらに、それぞれが鏡像体とのラセ

ミ化合物として存在しております。 

 それから、２番の開発の経緯等ですけれども、こちらはスルホニルウレア系の除草剤として開

発されておりまして、現在、国内では未登録の状態です。農薬取締法に基づく新規の登録申請と

して、水稲を対象に申請がなされております。 

 ７ページへいっていただきまして、３番の各種物性等です。先ほど申し上げましたように、複

数の異性体が存在しまして、それぞれについて物性の試験が実施されております。①と書いてあ

るのがerythro体、②がthreo体で、③がそれらの混合物である原体になります。１点だけ、オク

タノール／水分配係数のところをお示ししますと、値についてはお示ししたとおりですが、いず

れも３．５を下回っております。 

 それから、８ページへいっていただきまして、安全性評価ですけれども、こちらに関しては通

常通り食品安全委員会の評価が行われております。食品安全委員会は平成２０年７月１７日付け

でフルセトスルフロンのＡＤＩを０．０４１ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する評価結果を出してお

ります。この値はラットを用いた二世代繁殖試験における無毒性量を１００で除して設定された

ものでございます。なお、食品安全委員会の評価書につきましては、参考資料の６として付けて

おります。時間の関係で内容の説明は省略をさせていただきますが、御参照いただければと思い

ます。 

 それから、３番の水濁ＰＥＣの算出結果ですけれども、こちらに関しては水稲に適用がござい

ますので、水田使用農薬として算出いたしました。０．２２％の粒剤を用いて水稲に使用した場

合で算出しております。 

 ９ページの方に（２）水濁ＰＥＣ算出結果としてお示ししております。０．０００４４ｍｇ／

Ｌと算出されております。 

 それから、４番の総合評価ですが、まず１番の基準値の案として、ＡＤＩの値をもとに０．１

０ｍｇ／Ｌという値を提案させていただいております。こちらに関しては、先ほど御説明いたし

ましたとおり、ＡＤＩの有効数字が二けたですので、基準値の有効数字も二けたとさせていただ

いております。 

 それから、１０ページへいっていただきまして、２番のリスク評価ですが、水濁ＰＥＣの値は

０．０００４４でしたので、登録保留基準値の０．１０を下回っております。それから、３番の

農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比ですが、食品の方に関しましては、現時点までのところ薬事・

食品衛生審議会の方でまだ基準値の案が審議されておりませんので、食品の欄は空欄となってお

ります。水質経由の方は基準値に基づいて算出しておりまして、最終的なＡＤＩに対する割合は

９．２％となっております。 

 御説明は以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、このフルセトスルフロンにつきまして、

御質問、御意見ございませんでしょうか。 

【中村専門委員】 お願いなのですけど、この物性のところで、前の水産動植物のところにもあ

ったのですけれども、スルホニルウレアの場合はｐＨが変わると水の溶解度がかなり変わってく

るわけです。ｌｏｇＰｏｗの値を見ればそれは分かるといえば分かるのですけれども、せっかく
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水溶解度の欄があるのですから、実数値をある程度入れておいてもらった方がいいのではないか

なと思います。 

【農薬環境管理室主査】 実数値といいますのは何の実数値でしょうか。 

【中村専門委員】 具体的に水溶解度で、例えばｐＨが３くらいのときには０．何ｇ／Ｌとか、

実際にどれくらい溶けるというｐＨごとの値です。すべてというか、傾向が分かるように、ある

程度、３つくらいあればいいかなと思うのです。面倒かと思いますが、その方がｌｏｇＰｏｗで

見るよりは把握しやすいと思います。 

【農薬環境管理室主査】 では、こちらに関しては修正させていただいて、ｐＨごとの値を載せ

させていただきます。 

【森田委員長】 他に御意見ございますでしょうか。 

 それでは、とりあえずまとめたいと思いますが、食品安全委員会の方で提示されていますＡＤ

Ｉの４１μｇ／ｋｇ体重／日に対応いたしまして、基準値案としまして０．１ｍｇ／Ｌ、しかも

これは有効数字二けたということで、０．１０という数字になっています。それが案として出さ

れていますが、これでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 特別御異議ないようでございますので、お認めいただいたことにしたいと思い

ます。 

 では、引き続きまして３番目ですね。マンジプロパミドについてお願いいたします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 マンジプロパミドでございます。１１ページを御覧いただけます

でしょうか。物質概要と各種物性等につきましては、そちらの表にまとめたとおりでございます。

マンジプロパミドでございますけれども、マンデルアミド系、またはマンデリック酸アミド系の

殺菌剤でございまして、本邦では未登録でございます。平成１８年１２月に農薬取締法に基づく

新規登録申請がなされており、適用作物としてばれいしょ、大豆、ぶどう等に対して申請がなさ

れておるところでございます。各種物性等の中に、オクタノール／水分配係数がｌｏｇＰｏｗ＝

３．２というデータがございます。また生物濃縮性についてもデータが出ておりまして、ファッ

トヘッドミノーを用いました実験では３５と４８と、濃度がそれぞれ違う区で出しておりますけ

れども、データが出ているという物質でございます。 

 続きまして、１２ページでございます。安全性評価でございます。こちらにつきましては、参

考資料の７でございますけれども、２００８年７月に食品安全委員会より農薬評価書が出ており

ます。この参考資料７の２８ページを御覧いただけますでしょうか。この中の食品健康影響評価

というところがございまして、文章の一番最後のところでございます。食品安全委員会は、各試

験で得られた無毒性量の最小値が、イヌを用いた１年間慢性毒性試験の５ｍｇ／ｋｇ体重／日で

あったことから、これを根拠として安全係数１００で除した０．０５ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤ

Ｉと設定したということでございますので、資料５の１２ページに戻っていただきまして、安全

性評価ということで０．０５ｍｇ／ｋｇ体重／日ということでまとめております。 

 続きまして、資料の１２ページの中の水質汚濁予測濃度を計算しております。非水田使用農薬

ですので、１２ページの表にあるデータを用いまして計算した水濁ＰＥＣが１３ページに書かれ

ております。計算した値につきましては、表の合計欄に記載しております０．００００２０ｍｇ

／Ｌでございます。 

 ４番といたしまして、総合評価でございます。水質汚濁に係る登録保留基準値案でございます。

こちらにつきましては、公共用水域の水中における予測濃度に対する基準値として０．１ｍｇ／

Ｌを提案いたしまして、その根拠につきましては、その三段目の一番下の欄に書いてございます。

先ほどの食品安全委員会が設定しましたＡＤＩに平均体重を掛けまして、２リットルという飲料

水摂取量から０．１３ｍｇ／Ｌとなり、これを丸めまして０．１ということでございます。 
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 続きまして、１４ページでございます。リスク評価でございます。先ほど求めました水濁ＰＥ

Ｃにつきましては、０．００００２０ｍｇ／Ｌでございますので、先ほど提案いたしました登録

保留基準値０．１ｍｇ／Ｌを下回っているということでございます。 

 ３番につきましては、農薬理論最大摂取量と対ＡＤＩ比でございます。こちらにつきましては、

食品経由の値は参考資料の８に根拠がございまして、１．２５８７ｍｇと評価されております。

飲料水からの摂取の割合は７．５％ということで計算されているところでございます。 

 以上でございます。 

【森田委員長】 御説明ありがとうございました。それでは、この剤につきまして、委員の先生

方からコメント、御質問を受けたいと思います。よろしくお願いします。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。安全性評価としては、ＡＤＩの５０μｇ／ｋｇ体重

／日に対応した形で、基準値案としては０．１ｍｇ／Ｌという最終的な数値になっています。 

 いかがでしょうか。原案どおりでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【森田委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、３剤につきまして、農薬登録保留基準値としての基準値の案が、一応原案どおり承

認されたということにしたいと思います。 

 それでは、本日は以上で水質汚濁に係る登録保留基準値の設定についての審議を終わりたいと

思いますが、事務局の方から、今後の予定についての御説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 かしこまりました。それぞれの議題において御了解いただきまし

た農薬の登録保留基準につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメ

ントを１カ月ほど実施いたします。その結果、もし仮に何か意見が寄せられた場合につきまして

は、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかを御相談させていただき、御判断いただく

ことにしたいと考えております。再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て部会報告と

なります。さらに中央環境審議会長の同意が得られれば答申という形で整理させていただきたい

と思います。そして、答申後に告示として基準値を公布させていただきます。 

 以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、最後に議題３に移りたいと思います。この議題３につきまして、事務局の方から御

説明をお願いいたします。 

【農薬環境管理室室長補佐】 承知いたしました。水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農

薬登録保留基準の設定の必要がないと認められる農薬として、全卵粉末というものが上がってき

ておりますので、これにつきまして、資料６－１、２、３を用いて御審議いただきたいと思いま

す。 

 資料を３つ用意させていただいておりますけれども、まず資料６－１でございます。全卵粉末

については、水産動植物に係るものと水質汚濁に係るものの２つについて御審議いただきたいと

考えているのですけれども、まず最初に水産動植物に関する観点から全卵粉末というものを御審

議いただきたいと考えております。その資料が資料６－１でございまして、全卵粉末について

（案）という頭紙を付けて用意させていただいております。全卵粉末につきましては、ニホンジ

カによる食害防止の忌避剤として新規登録を行いたいということでございます。申請者は本剤の

有効成分が既に食品等において一般に広く利用されており、原体及び製剤試験結果より水産動植

物への毒性も極めて弱いものとしております。この剤の使用方法でございますけれども、森林の

スギやヒノキに対して、本剤の１０倍希釈液を１本当たり１０～５０ｍｌ散布することにより使

用するというものでございます。使用量はスギ、ヒノキの植栽密度がおおむね３００本／１０ａ

とした場合、１万２，０００ｇ有効成分／ヘクタールでございます。 
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 水産動植物への毒性でございますけれども、本剤につきましては、食用としての鶏卵の黄身及

び白身を乾燥・粉末化したものであり、申請者から提出された原体及び８０％製剤の水産動植物

への毒性試験成績によれば、８０％製剤を用いた魚類急性毒性試験においては、限度試験を実施

しており、一部の個体に鼻上げが見られたが死亡は認められず、ＬＣ５０は８０万μｇ／Ｌ超

（有効成分換算値）ということでございます。同じく８０％製剤を用いたミジンコ急性遊泳阻害

試験においても限度試験を実施しており、遊泳阻害及び遊泳阻害以外の行動は外観上認められな

かったということです。ＥＣ５０につきましても、同じく８０万μｇ／Ｌ超（有効成分換算値）

ということでございます。原体を用いた藻類生長阻害試験に関しましては、ＥｒＣ５０が６万４，

０００μｇ／Ｌ、８０％製剤を用いた藻類生長阻害試験においてＥｒＣ５０は６万８００μｇ／

Ｌということでございます。河川等の水系に流出するおそれといたしまして、仮に非水田第一段

階のＰＥＣを算出した場合、０．０４７μｇ／Ｌという結果が出ております。水産動植物への被

害のおそれに関しましては、全卵粉末については、水産動植物への毒性や使用方法等から水産動

植物への被害のおそれはないと認められ、登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整

理してよいと考えられるということでございます。その根拠といたしまして、１枚めくっていた

だきまして、第４回の小委員会で提出させていただいた資料がございます。こちらにつきまして

は、水産動植物に対する基本的な考え方をまとめさせていただいて、お認めいただいたペーパー

でございます。基本的な考え方といたしまして、現行の農薬取締法ガイドラインにおいては、水

産動植物への毒性が極めて弱い、または暴露のおそれがないと一般的に考えられる種類の農薬に

ついては、水産動植物への影響に関する試験成績や環境中予測濃度の算定に必要な資料の提出を

必要としないということが認められているということでございます。こういったものにつきまし

ては、登録保留基準値を設定してリスク管理を行う必要性が低いものもあるのではないかと考え

られるということでございます。このため、こうした農薬については個別農薬ごとに水産動植物

への毒性や使用方法等から水産動植物への被害のおそれを考慮し、そのおそれがないと認められ

るものについては、登録保留基準値の設定を行う必要性がない農薬として整理するという運用を

お認めいただいたというものでございます。具体的な運用の考え方といたしまして例示がござい

ます。当該農薬の成分、物質等の種類等から見て、その毒性が極めて弱い等の理由により安全と

認められる場合は水産動植物への毒性が極めて弱いということでございます。あるいは、当該農

薬の剤形や使用方法等から見て、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、または

河川等の水系に流出するおそれがないと認められる場合は暴露のおそれがないと認められる場合

でございます。こういったものとして申請がなされた農薬については、水産動植物登録保留基準

設定検討会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会において水産動植物への毒性や使用方

法等を考慮して、水産動植物の被害のおそれがないと認められるとの結論が得られたものについ

ては、登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理するということで、具体的に書か

れております。 

 さらにめくっていただきますと、農薬のテストガイドラインの通知の抜粋が書かれています。

この中に先ほどの考え方に書かせていただきました毒性が極めて弱い場合とか、剤形や使用方法

から見て環境中に流出のおそれがない場合とかということが書かれております。特に、３ページ

に関しましては、下線を引かせていただいておりますけれども、例えば当該有効成分が既に食品

等において一般に広く利用されており、水産動植物に対し安全であることが公知である場合とい

ったような例示も書かれております。 

 こういった考え方が以前に整理されていることを受けまして、全卵粉末に関しまして、水産動

植物への影響に関する登録保留基準値を設定する必要がないという整理をさせていただきたいと

いうことについて御審議いただければということでございます。 

 水産動植物に続きまして、あわせて水質汚濁に関しましても、資料６－２に書かせていただい
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ております。これは水産動植物と対応して作成したものでございますが、水質汚濁に関しまして

も水産動植物の場合と同様に登録保留基準値の設定を行う必要性がないものとして整理したいと

いう考え方のペーパーでございます。こちらにつきましても、１枚めくっていただきますと、農

薬テストガイドラインの毒性に係る試験について、成分の毒性が弱い場合や環境中に出ない場合

には試験成績の提出を要しないということが書かれていますので、水産動植物に対応した形で水

質汚濁の基準も設けなくていいという整理を個別にできないかということを表した紙でございま

す。 

 資料６－３につきましては、資料６－２の観点から整理した全卵粉末の取り扱いをまとめたも

のでございまして、こちらにつきましても、裏側の２ページといたしまして、水質汚濁に関する

農薬登録保留基準について設定する必要がない農薬と認めたいということを表した紙でございま

す。 

 以上、この３つの資料について御審議いただければと考えております。以上でございます。 

【森田委員長】 ありがとうございました。それでは、今御提示のありました全卵粉末について

の取り扱いでございます。御意見ございませんでしょうか。 

【中杉臨時委員】 確認ですけれども、これは特定農薬として出てきてもおかしくはない話です

が、ここは剤として売るということであるので、新規登録という形になっていると解釈してよろ

しいですか。 

【農薬環境管理室室長補佐】 申請が出されてきたので、手続きどおり処理しているということ

でございます。 

【中杉臨時委員】 特定農薬は販売できましたか。 

【農薬環境管理室室長補佐】 できます。 

【中杉臨時委員】 そうすると、特定農薬では時間が掛かると考えられたのかどうか分かりませ

んが、いずれにせよ、申請があったからここで判断するということですね。 

【農薬環境管理室室長補佐】 はい。さようでございます。 

【森田委員長】 せっかくだから活発な御意見をいただきたいと思うのですが。話を混ぜ返して

悪いのですが、食料をこんな使い方をしてよいのかということは、多分この委員会の仕事ではな

いかもしれませんけれども、全体として大丈夫ですかね。 

【佐藤委員】 何でこれが効くのですか。 

【農薬環境管理室室長補佐】 そこのところは特に理由についてまでは書いてないのですけれど

も、結果として効いているということのようです。 

【山本臨時委員】 検討会でも、今、中杉先生が言われたような、特定農薬と違うのかという議

論がありました。それと、これの基準値を決めてもリスク管理できないですよね。分析方法をど

うするかという話になってきますから。このようなものがぼろぼろ出てくるとは思えないのです

けれども、もともと管理ができないものに基準値を決めても余り意味がないなというような議論

もありました。 

【森田委員長】 余り持ち込まれたくないようなものではありますね。こんなことを私が言うの

も変だけれども。 

【亀若臨時委員】 今、佐藤委員がおっしゃられたように、効くかどうかというところについて

は、特定防除資材の場合はやはり薬効があった上で、環境への影響や毒性をきちんと審議するこ

とになっていますよね。ここではそれがないのですよね。ここの場としては効くか効かないかと

いう剤としての評価はまったくなくて、あとは環境への影響云々というところの評価だけでいい

という。しかし、それで販売できることになるわけでしょう。 

【中杉臨時委員】 農薬の登録保留基準の中に、農薬として効くということが基準の中にありま

すから、効かないものは登録できないようになっていますよね。だから、この委員会ではないけ
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れども、別の場で審議されている。 

【亀若臨時委員】 トータルとして考えるとそこはきちんと評価はされているということで、当

小委員会では、その部分の一部として環境への問題がなければ、それはもうオーケーですよと言

えばいいというように理解してよろしいですよね。そういうことなのですね。 

【森田委員長】 多分そうなのですが、しかし、何か変ですねという感じがして、そこが少し気

になります。 

【若林臨時委員】 検討会のときも私、疑問に思ったのですけれども、これは検討会で議論する

ような農薬ではないし、やはりごろごろ出てくるとは考えられないけど、特定農薬として出して

もらうような御指導をしてもらった方がいいのではないかなという気がしているのですよ。 

【上路臨時委員】 ただ、私が言っていいのかどうか分からないのですけれども、特定農薬の審

議はストップしていますが、多分来週辺りに農業資材審議会と中環審の合同部会がありますので、

その中で、今後どういう形で特定農薬を分類していくのかとか、どういうものを指定するかとい

う具体的な審議にいくのでしょうから、それまで待つのか、検討会でもこれが出てきたときに何

で特定農薬でないのかという議論をしましたけれど、特定農薬が今のような状態でなかなか決ま

らないのでということだったと思いました。私も特定農薬だと思うのですけれども。 

【森田委員長】 少し整理しておきたいのですが、とりあえずこれは薬効として効果があるとい

う前提で議論をされているということでよろしいのでしょうか。 

【農薬環境管理室長】 薬効につきましては、アメリカとかカナダでも腐敗した全卵固体が動物

忌避剤として登録されているということと、あと、日本においても、林業薬剤協会の方で薬効試

験をして、実際忌避効果があるという結果が出ているようでございます。 

 それと、特定農薬の関係なのですが、来週また会議があるのですが、あまりにも数が多くて、

非常に今整理に難航しているというのが少し反省点なのですが、現在、特定農薬として３つを指

定していますが、それ以外についてはまだいろいろ議論がたくさんあるということで、なかなか

指定に至っていないというのが現実でございます。この全卵粉末につきましては、申請者の方か

ら急いでお願いしたいということで、なぜかと申しますと、今中山間におけるニホンジカの被害

が非常に激しい。ご存じのとおり、シカが非常に増えているということがあって、植えたスギと

かヒノキがたちまち食べられてしまい、植えてしまったものが意味がなくなってしまうというの

がどうもあるようでして、できれば通常の農薬登録の過程でスピードアップしてやっていただき

たいという要請がございますので、私どもとしても、こちらの方で審議をしていただければ大変

助かるなと思っております。 

 以上です。 

【森田委員長】 それはいいのですが、とにかく、環境のサイドから見れば、環境に悪いという

ことがすぐには意識されないような物質ではある。ただ、指摘された点が幾つかあって、１つは

薬効そのものをきちんと評価するようなものが物質としてあるわけではないというものに対して、

あるいは環境中の濃度を測定することもできないようなものに対して、どう取り扱うことができ

るかという問題が残ってしまっているということが一方であります。有効成分が何かと言われて

もよくわからない。基本的には多分腐敗する過程でできるようないろんな物質に、ニホンジカを

含めた野生の動物が嫌って近寄らないのだろうというのがイメージとしてはあるのだけれども、

しかしそれは製品がコントロールされているわけではないのですよね。例えば意図的に腐らせて

あるとか、有効成分を取り出して何とかするということであれば分かりやすいのですが、そうで

はなく、ある場合には森の環境任せになるかもしれない。そういうようなものに対してどう扱っ

たらいいかという問題がありますが、とりあえずこの委員会としては、環境上特段強く悪影響を

起こしそうにないので、そういう取扱いで進むという方向でよろしいでしょうか。 

【若林臨時委員】 これ卵だから、ある程度高いですよね。だからそう大量にばらまくというこ
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とはないと思うのですけれども、結局、我々が審議しているのは大体薬効成分で審議しているの

ですけれども、窒素とかリンとか、そういうものが大量に森にばらまかれて水源地域に流れ込む

というのは、ＢＯＤとか、水質汚濁から見たら非常に問題は問題なのですよ。だから、これは仮

にそういう事情があればここで審議してもいいですけれども、本来どこで審議すべきかというの

をきちんと整理したら、私は特定農薬だと思うのですけれども。 

【森田委員長】 ということは、ここで審議すべきでないとおっしゃっている。 

【若林臨時委員】 要するに、今いろいろな客観情勢を見ると、仕方がないから仮にここでやっ

て評価を出しておいても結構ですけれども、本来整理が終わった段階では、次から出てきた類似

のものについては、私は別の場所で審議すべきかなという気がするのですけれども、それは整理

してほしいということで、ここで審議しろというのならそれはそれで結構です。ただ、その場合

には、先ほど申し上げたような水質汚濁にどう影響するかについて使用量とかの関係を含めて評

価せざるを得ないものも出てくるかなと思います。 

【井上（達）専門委員】 特定農薬の委員として、私もこれは特定農薬の対象だと思います。た

だ、処置については、若林委員が先ほどからおっしゃっているように、特別な扱いでということ

をこの委員会の皆さんがお決めになれば、それは致し方ないのかなとは思いますけれども、筋違

いだとは思います。 

【森田委員長】 多分、もう一方で食害を何とか防がなければいけないという方もあるのだろう

と思います。食害の方は、駆除で何とかなるような話でもありませんか。 

【農薬環境管理室長】 鳥獣害につきましては、昨年の法律改正も含め、非常に全国的に話題に

なっておりまして、ちょっと私も門外漢ですけれども、ハンターがどんどん高齢化していて、と

ても今、狩りに出る人がいないというのが実態でございまして、私も市役所で勤務したことがあ

るのですけれども、全国の市町村で非常に苦労しています。そういう意味において、本来はハン

ターを使ってやるのがいいのでしょうけれども、こういう全卵粉末みたいなお手軽なといったら

おかしいですけれども、殺すわけではなく、忌避作用で林木が守られるのであれば、それはそれ

で非常に有効な手段のオプションの１つだと、私が現場にいた経験から言えばそう思います。 

【森田委員長】 ただ、シカやヤギというのは、そこのポピュレーションというのは餌がある限

り増えて続けて、そこで壁を打ってまた減少するというスイングを示しますよね。だから、結果

的にはそこで何かを食べるのですよね。この種の忌避剤というのは、多分植えたばかりの樹木を

食べなくてもどこか別のところを食べてしまうので、殺さない限りは別の食害が出るような気も

するのですが、総合的な対策として一番何がいいのだろうかということも本当は考えておかなく

てはいけないということがあります。また、農薬として扱うには少し筋が悪いということが一方

であり、しかし一方で林業家は相当疲弊していますし、そちらのニーズともどこでマッチさせる

かということもあって、相当高度な判断を先生方にしていただくことになるのですが。 

【亀若臨時委員】 実は中央環境審議会の野生動物の方の小委員会で、私も一昨年くらいから２

年審議に参加させていただいて、現地も見てきたのですが、今、室長がおっしゃられるように、

これは相当ひどい状態になっていますね。林業というよりは、むしろ集落自体が崩壊するような

話になりかねていまして、それで例の鳥獣保護法のほかに、議員立法でしたか、鳥獣害の法律ま

で制定されているような状態ですので、一つの手段としての世間のニーズというのは非常に高い

とは思います。そういう中で農薬としての扱いをどうするかという話になってくるのですが、私

も質問された方々のような形で頭の中の整理をしましたが、過去のいろいろなデータを見ると、

海外のデータで薬効もあるし、この場では一応環境という面について、やや無理があるかもしれ

ませんが、通常の合成農薬に準じた形で水産生物への毒性の問題も一応見たというように考えま

すと、確かに筋は特定防除資材なのだけれども、この場としてあまり問題がなければ、むしろこ

れは通した方が全体としての役割を果たすということにはなるのかなという気がいたします。た
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だ、特定防除資材の方の審議がストップしているというか動かないものだからといって、こうい

う何か抜け穴のような形で出てくるというのが、先ほどからぞろぞろは出ないだろうという話は

あるのだろうけれども、そこのところはやはり少し気になるところではあります。 

【中杉臨時委員】 そもそもどうして特定防除資材をつくったかという経緯を考えると、こうい

う農薬の登録申請をして、試験をやってという、その負担をなくそうということで始めたわけで

すね。だからむしろ特定防除資材にされているものが全部こちらに来て試験をやってもらった方

が安全で安心だという話の中で、そこまでは求めないということで特定防除資材を設けたと思う

のですよ。そういう意味で、この全卵粉末がこちらに入ってくることに対して、それは本来違う

よという言い方はおかしい話だろうと私は考えていて、ただ、それについては試験をやらなくて

よいという場合を設けたというところをどうするかという話です。試験をやらなくてよいという

ことであれば、特定防除資材でやっても同じじゃないかという議論になってしまう。だからそこ

ら辺のところの整理が必要ですが、先ほどの議論になると、本来この特定防除資材の方に行くべ

きだという話ではないように私は思っている。本来すべてこちらに入ってきて、それは全部歓迎

である。ただ、そこで試験をしなくてもいいということをこちらで作ってしまうと、特定防除資

材ではないかという議論になる。今回は、試験はしているのだから、そういう意味ではそれはそ

れでいいという話になるのかもしれません。 

【森田委員長】 ここのところは少し問題を整理しておかなければいけないのですが、これは１

つの前例になります。したがって、極端に言えば、特定農薬というところに申請している人たち

が、全部こちらに出してきて、そしてこの審議そのものの意味がなくなるという心配も若干あり

ます。つまり特定農薬にいっている剤がここに来ないという保証は全然ないのですが、それを含

めて大丈夫ですかというのをきちんと考えておく必要がありますね。これは先生方から御意見を

きちんといただきたいのですが。 

【井上（達）専門委員】 特定農薬は、何も審査しないでやっているわけではないし、その審査

がどの程度でいいかということの基準を作るところで、事務局がおっしゃったように、その基準

の作り方にいろいろな問題があるからストップしているのであって、その基準は当然作るし、そ

れからそれについてしかるべき安全性の考え方について杜撰ではないかという批判もあるからス

トップしているわけで、特定農薬であるというように考えれば、それは当然それだけのことがや

られなければならない。それで、そういう特定農薬として扱われているものの中にそういう問題

があるということは事実ですから、それをできるだけ基準の安全性を維持しつつ緩やかにしよう

ということで専門的に皆さんがお考えくださっているのだという考え方であります。ですから、

特定農薬がこちらに全部流れてくるということは、論理としてはあり得ない。 

【森田委員長】 論理としてというのは、特定農薬に今申請を出している方が、特定農薬はいつ

までたっても埒があかないといって、こちらの方で審査をしてくださいといって持ち込まれてい

るときに、それはどうなるのでしょうかという頭の体操をやっているところなのですが、それは、

どうですか。行政の方はどのようにお考えになっていますか。 

【農薬環境管理室長】 来週の話なのですけれども、来週の９月２日に特定農薬の合同委員会を

開く予定にしておりまして、今のところまだ原案がきちんとしたのができていないので皆さんに

お配りしていないのですけれども、一応、前回御議論いただいたＡＢＣ分け、すなわち、Ａは特

定農薬の検討をします、Ｂはどちらでもない、Ｃはもうやめましょうという、振り分けを今して

いまして、来週お示しする中で、きちんとＡはこれで検討をやりましょうというのを示しますの

で、その後は特定農薬は進んでいくと我々は考えています。特定農薬の制度が進んでいき、例え

ばこのような全卵粉末みたいなものが特定農薬としてもきちんと指定できるのだという話になれ

ば、そちらの方に行くことも十分考えられると思いますが、今回につきましては、ご存じの通り

特定農薬もここ数年ずっとなかなか進まなかったという事情もあるのだと思います。それでこう
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いうように出てきたのですけれども、今後はできるだけスムーズに特定農薬は進んでいくと事務

方としては考えております。 

【森田委員長】 特定農薬は特定農薬で多分いいのです。特定農薬ではなくて、要は新規農薬登

録ですよね、今回の剤は。 

【農薬環境管理室長】 そうです。 

【森田委員長】 そうですよね。だから、新規農薬登録として、薬効を含めてここのところはき

ちんと詰まっているのですかというのが最初は亀若先生の方から言われて、そしてそこのところ

の詰まり方が少し甘いのだとすると、同じようなレベルにあるようなものが次々流れてきたとき

に、農薬を所管するサイドとしてそれがきちんと受け止められるのですかということなのですね。 

【農薬環境管理室長】 今回、私ども環境省の方にいただいている資料というのは水産動植物登

録保留基準関係を抜粋した抄録なので、全体の詳細の内容は分かりかねますけれども、薬検の方、

農林省の方から、今のデータの提出状況を聞いてよろしいでしょうか。オブザーバーで今お見え

になっていますけれども。 

【オブザーバー】 農林水産消費安全技術センターの永吉と申します。先ほどの先生方の御意見

の中で、効果の判定が問われていますけれども、農薬の場合には、当然、効果がなければ登録で

きないというのがあります。それは農薬検査部の中の生物課というところが担当しておりますけ

れども、通常であれば２年以上ですか、しかるべきデータが必要になっておりまして、そこで効

果があると認められたものが、その後資料提出されまして、それに基づいて使用等も決めるとな

っておりますので、効果については問題ないと思っております。 

【森田委員長】 よろしいでしょうか。とりあえず農薬としての効果が示されているということ

です。 

【亀若臨時委員】 審議会としては、一応ほかのものと同じような形でやっていて、問題はあり

ませんということであれば、当委員会としては拒絶できないという整理になりますね。トータル

として考えたときにどうかは分かりませんが。 

【森田委員長】 それでは、一応そういう御説明をいただきましたので、この委員会としては、

環境に対する悪影響は余りなさそうだということで、よろしいでしょうか。ただ、特定農薬の部

類に当たるのではないかという意見も多数出ましたので、それも含めて少し行政の方でもお考え

いただきたいということにしたいと思います。 

【井上（達）専門委員】 今の御説明で、特定農薬に当たるのではないかという私の発言は撤回

します。 

【森田委員長】ありがとうございました。 

 それでは、よろしいでしょうか。一応本日の議題はこれで大体終了した形になりますので、一

旦事務局の方にお渡ししたいと思います。 

【農薬環境管理室長】 若干、時間をオーバーしてしまいましたが、以上をもちまして土壌農薬

部会農薬小委員会（第１０回）を終了させていただきます。委員の皆様、長時間の御審議、大変

ありがとうございました。 

 


